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により、生きものの生息場所が限られており、人と自然のつながりも希薄になっています。このような

大阪の生物多様性の状況を私たちひとりひとりが知り、生きものの生息環境に配慮した活動を拡大し、

身近な自然環境を守り再生していくことが必要です。 

大阪府では、様々な環境問題が、府域や府域を超えて関西、さらには地球規模で引き起こされている

現状をふまえ、平成 23 年 3 月に新しい「大阪府環境総合計画」を策定するため作業を進めているとこ

ろです。この中で、地球温暖化の防止、資源の循環的利用、生物多様性の保全、安全で健康的な暮らし

の確保などについて、大阪府の環境施策に関する基本方針や具体的手順をお示しする予定です。 

環境問題の解決に当たっては、行政はもとより府民や事業者のみなさまが環境問題を意識して力を合

わせて取り組むことが必要です。この白書が、みなさまが大阪の環境の状況と大阪府の環境施策につい

て理解を深め、環境問題の解決に向けて取り組んでいただく一助となれば幸いです。 

巻頭特集 

ごあいさつ
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巻末資料 

生物多様性は、食料をはじめとして、衣服、住居、医療などのあらゆる分野にお

いて、私たちに恵みをもたらし、私たちの生存基盤を支えてくれています。そうし

た生物多様性を保全するため、国連では 2010 年を「国際生物多様性年」と定め、

去る 10 月には「生物多様性条約第 10 回締約国会議」（ＣＯＰ１０）が名古屋市で

開催され、国際的にも人類が手を携えて行動していく方策が話し合われました。 

大阪でも、周辺山系や河川、大阪湾、身近な農空間のほか、都市の公園や緑地と

いったさまざまな場で、多くの生きものがくらしていますが、都市化が進むこと 

※印の内容は、「エコギャラリー～おおさかの環境ホームペ

ージ～」に掲載しています。 
URL: http://www.epcc.pref.osaka.jp/books/index.html 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

みなさんは「生物多様性」をご存知ですか？ 

今回の巻頭特集では、生物多様性と、その保全のために私たちが 

くらしの中でできることについて一緒に考えていきましょう。 

そういえば、いろんな生きものがいることって最

近よく聞く「生物多様性」と関係があるのかな？ 

そのたくさんの生きものから、実は、私たちは普段の生活でも、

いろんなものをもらっているんだよ。 

表紙は、淀川の城北わんど群（大阪市）だよ。

自然豊かで、たくさんの生きものがいたね。

１．はじめに 

米（田んぼ） 

癒やし（山）

魚（海） 

薬（植物） 

木材（森林） 

 巻頭特集 大阪エコライフ（生物多様性と私たちのくらし編）

私たちは、いろいろな生きものを、食品や薬、衣服、住居として利用してい

るんだ。それに、自然豊かな山に登って、元気をもらったり。私たちはさま

ざまな生きものの恵みに支えられて暮らしているんだ。 

衣服（綿花） 
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２．生物多様性とは 

■ そもそも｢生物多様性｣って何？ 

地球上には確認されているだけで約 175 万種、

未知のものも含めると 3,000 万種もの生き物が生

息しているとされています。これらの生き物は、そ

れぞれに個性をもち、食う・食われる、花粉を運ぶ

といったさまざまな関係でつながりあっています。

「生物多様性」とは、そのような生き物の「個性」

や「つながり」を示す言葉です。※１ 

 

■生物多様性がもたらす恵み 

生物多様性は、食料をはじめとして、衣服、住居、

医療、文化・芸術、環境・防災、経済産業の分野に

至るまで、私たちに恵みをもたらし、私たちの「い

のち」と「暮らし」を支えています。（図１） 

例えば、私たちは様々な動植物から、穀物、野菜、

果物、肉、魚介類などの食料を得ていますし、野生

の種がもつ遺伝情報を活用して、品種改良も行って

います。また、私たちの衣服の原料になる絹は蚕（か

いこ）という虫が出す糸を原料にしていますし、住

宅の材料として昔から木材を利用してきました。 

もし生物多様性が失われると、このような恵みも

失われ、私たちの「いのち」と「暮らし」がおびや

かされることになります。※１、３
 

 

■生物多様性に迫る危機 

現在、生物多様性はかつてない速さで失われてい

て、世界中で数多くの野生生物が絶滅の危機に瀕し

ています。世界では 17,291 種の野生生物が絶滅の

おそれがあるとされています。※４ 

国内の野生生物では、図２の各分類で約 1 割～3

割強、計 3,155 種が絶滅のおそれのある種とされ

ています。※５
 

コラム１ 生物多様性の３つのレベル 

生物多様性には３つのレベルがあり、これらが複

雑に絡み合って、つりあいのとれた生物の多様性が

維持されています。※２ 

 

1. 生態系の多様性 

森林、里地里山、農空間、河川、 

湿原、干潟、サンゴ礁などいろいろ 

なタイプの自然のことを指します。 

 

2. 種の多様性 

動植物から微生物にいたるまで、 

いろいろな種類の生き物がいるこ 

とを指します。 

 

3. 遺伝子の多様性 

同じ種でも異なる遺伝子をもっ 

ていて、個体によって形や模様、 

生態などに多様な個性があること 

を指します。 

図１ 生物多様性がもたらす恵み 
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図２ 絶滅のおそれのある日本の野生生物の比率 

 

また、大阪府内の野生生物では、約 1 割にあたる

896 種が絶滅のおそれのある種とされていて、淀

川に生息するアユモドキやイタセンパラなどの野

生生物が絶滅の危機に瀕しています。※６ 

 

 

 

 

アユモドキ        イタセンパラ 

 

 

 

 

オオクワガタ             ギフチョウ 

写真１ 大阪府で絶滅のおそれのある野生生物の例 

 

これらの原因は、生物の乱獲や開発、里地里山な

どの手入れ不足、外来種の侵入、地球温暖化などが

挙げられます（図３）。※３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 生物多様性の危機 

コラム２ 生物多様性のもたらす恵み（医薬品編）

抗生物質のペニシリンが、元々アオカビから発見され

たことをご存知の方は多いのではないでしょうか。その

他にも、解熱鎮痛剤のアスピリンは、ヤナギの樹皮の成

分に解熱、鎮痛の効果が発見されたことから、これを手

本に合成されています。※１また、「タミフル」という名前

でよく知られるインフルエンザ治療薬は、中華料理の香

辛料、八角の成分を利用して作られています。世界で処

方されている医薬品の約 40％が自然界から得られた原

料を使用しており、熱帯雨林からは難病とされていた病

気の特効薬が数多く発見されています。 

このように、私たちは医療分野でも生物多様性の恩恵

を多く受けているのです。 

 
 
 

 

コラム３ 生物多様性に関する世界のうごき 

1992 年に開催された地球サミット（国連環境開発会

議）で、生物多様性条約が採択されました。 

今年は国連の定めた「国際生物多様性年」で、10 月

に名古屋市で開催された「生物多様性条約第 10 回締約

国会議」（ＣＯＰ１０）では、国際的に生物多様性を保

全するための合意がいくつかなされました。隣接する会

場では「生物多様性交流フェア」が開催され、11 万 8

千人を超える人で賑わいました。※７ 

 

写真３ ＣＯＰ１０併設イベント 

「生物多様性交流フェア」の様子 

写真２ 八角（左）とヤナギ（右） 
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３．私たちの生活と生物多様性 

 

■大阪の食文化と生物多様性 

かつて大阪は「天下の台所」と呼ばれ、日本の

食文化を支えてきました。現在でも、大阪は「く

いだおれ」の街とよばれるように食文化が豊かで

す。 

そこで、食べ物に焦点を当てて、食べ物からみた

私たちの生活と生物多様性の関わりについてご紹

介しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪の食文化の中でも代表的な食べ物のひとつ

といえば「お好み焼」。このお好み焼きと生物多様

性はどのような関係があるのでしょうか。 

お好み焼きで使われる主な材料をあげてみまし

ょう。図５のように、多くの材料が使われているこ

とがわかります。また、ソースには砂糖や味噌、野

菜や果物、香辛料などが含まれ、マヨネーズは主に

植物油脂と酢、卵から作られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの材料が作られる過程までみると、さらに

多くの種類の生きものが関わっています。例えば、

豚肉を作るためには、えさとして大量の穀物が必要

ですし（図６）、その穀物を作るためには肥料が必

要です。肥料の中でも、有機肥料は、植物から作ら

れたり、動物のふんに微生物の働きを利用して作ら

れます。 

様々な生きものを利用していること、それはつま

り生物多様性の恩恵を受けているということです

が、お好み焼きをひとつとっても、非常に多くの生

きものが関わっていることから、私たちの生活に生

物多様性がどれほど密接に関わっているかがわか

ります。 

図４ 「雑喉場魚市」（『摂津名所図会 4下 大坂部』より） 

図５ お好み焼きの材料 

餌を食べる豚           豚肉            お好み焼 餌になる穀物 

(とうもろこし) 
図６ お好み焼きができるまで

～生地～ 
小麦粉 

昆布だし 

鶏卵 

山芋 

～具材～ 
キャベツ 

ネギ 

紅しょうが 

豚肉 

～調味料～ 
ソース 

かつお節 

マヨネーズ 

青のり 

写真４ くいだおれの街・道頓堀通り（大阪市中央区） 
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http://www.pref.osaka.jp/nosei/naniwanonousan

butu/dentou.html 

 

 

 

■食生活が生物多様性に与える影響 

 一方、私たちの食生活が生物多様性に影響を与

えることもあります。 

 お菓子やインスタント食品、マーガリンなどの

食品のほか、洗剤や化粧品などの日用品の原料と

して使用されている植物油にパーム油があります。

パーム油はアブラヤシから採れる油のことで、そ

の需要は世界全体で伸び続けています。アブラヤ

シは主に熱帯地域で栽培されおり、その農園を開

発するために熱帯雨林が伐採され、野生動物が生

息地を失う危機にさらされています。パーム油を

国内で生産できない日本は、輸入に依存しており、

日本で使われている製品の中には、熱帯雨林を伐

採して生産されたパーム油が、少なからず含まれ

ている可能性があります。 

パーム油を扱う企業には、自然環境と地域住民

の暮らしに配慮したパーム油の生産を目指したＲ

ＳＰＯ（コラム５参照）に参加しているところが

出てきています。※８、９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム４ なにわの伝統野菜 

毛馬
け ま

胡瓜
きゅうり

、勝間
こ つ ま

南瓜
なんきん

、天王寺
てんのうじ

蕪
かぶら

、…皆さんはこれ

らの野菜がどのようなものかお分かりでしょうか？

これらは「なにわの伝統野菜」とよばれているものの

一部です。 

 かつて大阪には大阪独特の野菜が多数ありました。

しかし、戦後、農産物の生産性をあげるための品種改

良や食生活の洋風化が進み、地域独特の歴史や伝統を

持つ品種が影をひそめるようになりました。 

 近年、こうした伝統ある野菜を見直そうという機運

が高まり、復活しつつあります。常設の販売店もあり

ますので、なにわの伝統野菜を味わい楽しむことで、

生物多様性の恵みを感じるのもいいのではないでし

ょうか。 

 
 

毛馬胡瓜     勝間南瓜    天王寺蕪 

写真５ なにわの伝統野菜 

なにわの伝統野菜  検索 

コラム５ ＲＳＰＯ※８、９ 

ＲＳＰＯは、「持続可能なパーム油のための円卓

会議」の略で、パーム油生産者や製油会社、パーム

油を利用する会社など、パーム油に関連する様々な

関係者が参加し、自然環境を保全し、地域住民の権

利を尊重しながら持続的なパーム油の生産・利用を

探ろうと設立された国際的なＮＧＯ（非政府組織）

です。環境に配慮して生産されたパーム油の認証な

どの活動をしており、世界で 394 のメンバーが参

加し、日本からは９社が参加しています（2010 年

11 月現在）。 

写真６ アブラヤシ農園 
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４．私たちができること※１０、１１ 

これまで見てきたように、近年、生物多様性が失わ

れつつあり、今まさに生物多様性の保全を進めるべく

日本としても積極的に取り組んでいこうとしていま

す。 

そこで、私たちが日常の生活の中で気軽にできる取

組みをご紹介します。 

 

その１ 食料や衣服がどこでどのようにして出来て

いるかを考えてみよう！ 

今回は、お好み焼きを例に説明しましたが、食材や

衣服など、これはどこで、どうやって生産されている

のかなど考え、現在のようにたくさん“モノ”を消費

する生活を見直していきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その 2 地元で取れた旬の食材を食べよう！ 

旬の食材は、自然本来の季節の中で、その時期にだ

け得られる恵みです。特に、地元でとれた食材を食べ

ること、すなわち地産地消は、地域の自然に関心を持

てるようになりますし、地域の生産者の支援にもつな

がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その３ 生物多様性に配慮した製品を応援しよう！ 

現在、生物多様性への配慮を消費者に伝える様々な

取組みが広がってきています。 

消費者として、食材や商品を購入するとき、このよ

うな取組みに理解を深め、生物多様性の保全を応援し

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム７ 生物多様性に配慮した認証ラベル 

ＭＳＣマークは持続的に魚を食べ続けることがで

きるように、海洋の自然環境や水産資源を守って獲ら

れた水産物に与えられる認証エコラベルです。※１３ 

ＦＳＣマークは、木材・木材製品が環境・社会・

経済のすべての側面に配慮したＦＳＣの厳しい基準

に従い、適切に管理された森林から出されたもので

あることを示します。※１４ 

このような認証制度が民間主導によって取り組ま

れており、エコラベルを貼った水産物や林産物の流

通が始まりつつあります。 

 

 

 

 

コラム６ 大阪府の食料自給率※１２ 

食料自給率とは、国内の食糧消費が、国内の農業

生産でどの程度賄えているかを示す指標です。 

日本全体のカロリーベースの食料自給率は、昭和

40 年度の 73％から大きく低下し、平成 21 年度で

40％です。 

大阪府のカロリーベースの食料自給率は、平成20

年度概算値で2％と低い数値となっています。 

私たちの食生活は、周辺地域や外国からの輸入に

大きく依存しています。 

水なす 泉だこ 

写真８ ＭＳＣマーク認証製品 

写真９ ＦＳＣマーク認証製品

 

 

© 1996 Forest Stewardship Council A.C. 

写真７ 大阪でとれた食材 
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その４ 近所で自然を発見しよう！ 

都市部にも、公園、庭、森、街路、川など変化に富

んだ環境があり、身近なところに多様な自然が息づい

ています。 

歩いたり、自転車に乗って季節の変化を楽しみまし

ょう。ひょっとしたら、歩道の片隅に見たこともない

ようなきれいな花や珍しい昆虫が見つかるかも知れ

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム９ チリメンモンスター※１５、１６ 

 みなさんは、チリメンジャコに変わった形の生き

ものが混じっているのを見たことはありませんか？

その生きものは一見怪獣のようにも見え、チリメン

モンスター、略してチリモンと呼ばれています。 

 スーパーで売られているチリメンジャコに混じっ

ていることもありますし、きしわだ自然資料館やき

しわだ自然友の会などチリモンを体験するイベント

を行っているところもあります。こうしたイベント

に参加することによって、生物の多様性に触れるこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 シジュウカラ トノサマガエル
これが 

チリモン！ 

コラム８ 国産木材の利用 

木材自給率が 20％強の日本は、需要の大半を海外の

森林で伐採された木材に依存していますが、国産の木

材を住宅の柱や土台、梁などに用いるなど、積極的に

利用する企業も現れています。国産木材の利用は、森

林の適切な管理・間伐がもたらす豊かな植生と環境調

節サービスの向上につながるほか、海外の貴重な自然

林を守ることも期待できます。 

写真１１ 大阪府内産のイスとプランター 

～大阪府内産の木材で作った製品～ 

写真１０ 放置され過密となった人工林での間伐（左）

と持続可能な管理をされた森林（右） 

http://www.pref.osaka.jp/midori/midori/ 

g-10kawachizai.html 

河内材 検索 

全国の都道府県の中で最も森林面積が少ない大阪です

が、府内産の木材を利用した製品があります。 

写真１２ 大阪でよく見かける生きもの 

写真１３ チリメンモンスター 
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その 5 イベントに参加してみよう！ 

自然観察会や野鳥の探鳥会、里山の保全活動など楽

しく参加できるイベントがたくさんありますので、ぜ

ひ参加してみましょう。参加、体験し、そして、参加

者同士の交流を通して生物多様性の大切さの理解も

深まるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１４ 自然観察会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その 6 身近なみどりを増やそう！ 

家庭菜園や、プランターで草花を育ててみてはどう

でしょうか。チョウやとんぼや野鳥が四季に応じて訪

れるはずです。どんな小さなみどりでもさまざまな生

きものの生息・生育地になります。あなたも生きもの

のアドプト（里親）になってみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真１５ 植栽活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ペットを飼っている人へ～ 

ペットを飼えなくなったからといって安易に捨てな

いで下さい。捨てられたペットが野生化して地域固有

の生態系に影響を与え、生物多様性を大きく傷つける

ことがあります。大阪府ではアライグマやミドリガメ

等の外来種が増加しており、特にアライグマは、農作

物等への影響が大きいことから問題となっています。

ペットは最後まで責任を持って飼いましょう。 

アライグマ ミドリガメ 

～私たちができること ６か条～ 

その１ 食料や衣服がどこでどのようにして出来ているか

を考えてみよう！ 

その２ 地元で取れた旬の食材を食べよう！ 

その３ 生物多様性に配慮した製品を応援しよう！ 

その４ 近所で自然を発見しよう！ 

その５ イベントに参加してみよう！ 

その６ 身近なみどりを増やそう！ 

私たちができることをまとめたよ。

写真１６ 外来種 
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コラム１０ 市街地と生物多様性 

街の中の緑は生きものにすみかや移動経路を提供するとともに、私たち人間にも安らぎや落ち着きをもたらしてい

ます。ここでは２つの事例を紹介します。 

 

都会の真ん中に里山を再現 

大阪市北区の新梅田シティには、日本の原風景である里山を手本とした

「新・里山」が整備されています。敷地面積は約 8,000 ㎡で、コナラやクヌ

ギなど在来種を中心とした樹木が 97 種も植えられ、草花や野菜畑も配置さ

れています。剪定した枝や除草した草などは堆肥化し敷地内で利用され、ま

たできるだけ農薬を使わないなど環境に配慮されています。 

2010 年に「新・里山」の調査で確認された野鳥は 20 種、昆虫は 25 種で、近くの公園より多く、オオルリやウ

グイスなどが飛来するなど、都心部でも豊かな生態系が育まれています。 

「新・里山」の整備に関わっている積水ハウス株式会社の担当の方にお話をうかがうと「最初の整備には人は関わ

りますが、後はできるだけ自然界にまかせています。ホンモノの自然はそれ自体に力を持っています。地元の子ども

たちや近所の人々が自然を観察しによく訪れるようになりました。」ということでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万博の森の復元 

1970 年に開催された大阪万博から 40 年が経ち、その跡地である万博公園は緑豊かな森に生まれ変わりました。

今では里山の生態系の頂点に君臨するオオタカが営巣し、都会には珍しくニイニイゼミが多く見られるなど豊かな生

態系が形成されています。（オオタカの営巣環境保全のため、営巣期間中は立入禁止区域が設定されています。） 

 

写真１７ 新・里山 

1970年万博開催当時 現在の万博公園の様子と今年確認されたオオタカの幼鳥

写真１８ 万博公園（吹田市）

－9－



 
- 

５．おわりに 

「生物多様性」と聞くと何やら難しそうな響き

ですが、大切なのは生きものがつながり合いなが

ら生きていて、私たちもそれらからたくさんの恵

みを受けて生きているということです。 

ご飯を食べられることや服を着られることは、

当たり前で、永遠のものだと考え、つい生物多様

性に対する自らの責任を忘れがちになります。 

生物多様性を保全するためには、私たち全員の

参加と心がけが重要です。 

前章でご紹介した取組みは気軽にできるものば

かりです。 

 地元で取れた旬の食材を味わったり、自宅に植

えた草花を求めてチョウやとんぼがやって来るこ

とを喜んだり、イベントで知り合った人と生きも

のの話をしたり。生物多様性を意識しながらそう

いったくらしを楽しむ心持ちで、生物多様性の保

全に取り組んでみてはいかがでしょうか。 

大阪にも、下の写真のように、いろいろな場所

にいろいろな生きものがいて、生きものとのつな

がりを感じることができます。 

 「生物多様性」は難しいようですが、そんなあ

なたの心持ち次第で、ぐっと身近な存在になるで

しょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲンジボタル

私たちも生物多様性のことをしっかり考えて、生物多様性を保全するた

めに、自分たちができることから始めてみよう。そして、周りの人にも

教えてあげよう。 

「生物多様性」って、いろんな生きものがいてそれらがつながり合

っていることを言うんだね。生物多様性に私たちの生活は支えられ

ているんだ。 
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豊かな環境の保全と創造に向けて、環境基本条例に従い各種の条例・規則等を制定し、関係法令と併せて適正に

運用するとともに、「大阪２１世紀の環境総合計画」に示した基本方向等に基づき各種の施策を総合的かつ計画的に

推進しています。

 

 

○環境基本条例（平成 6年 3月） 

「人のこころがかよいあう豊かな環境の保全と創造」

をめざして、生活環境、自然環境、都市環境、地球環境

に係る施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

 

○循環型社会形成推進条例（平成 15年 3月） 

再生品の普及促進や不適正処理の根絶など循環型社

会の形成に向けた施策を推進しています。 

 

○温暖化の防止等に関する条例（平成 17年 10月） 

事業活動における温室効果ガス及び人工排熱の排出

抑制や建築物の省エネルギー等の環境配慮など、地球

温暖化防止及びヒートアイランド現象の緩和に向けた

施策を推進しています。 

 

○生活環境の保全等に関する条例（平成 6年 3月） 

土壌汚染に関する規制等について、土地の履歴調査

制度等の充実を図るとともに、平成 21 年 4 月に改正さ

れた土壌汚染対策法との整合を図るため、平成 22 年 3
月に条例改正を行いました。 

揮発性有機化合物の排出抑制を図るとともに、化学

物質の適正な管理の促進にかかる事項等について、平

成 20 年 4 月から施行しています。 
また、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準を満たさな

いトラック・バス等の流入車規制を 21 年 1 月 1 日から

実施(8 ナンバーは 10 月 1 日開始)しています。 

 

○水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準

を定める条例（昭和 49年 3月） 

府民の健康を保護し、又は生活環境を保全すること

を目的として、汚濁物質の排出を抑制するため、法の

排水基準に代えて府域で適用する排水基準を定めてい

ます。平成 20 年 3 月に水生生物保全を図るための亜鉛 

の排水基準の強化等を行っています。 

 

 

○自然環境保全条例（昭和48年 3月） 

「大阪府自然環境保全地域」等の府内に残された貴

重な自然環境の保全に努めるとともに、自然環境の回

復及び活用、緑の創出並びに生物多様性の確保に向け

た取組みを推進しています。平成 17 年 10 月には、ヒ

ートアイランド現象の緩和を図るため、建築物の敷地

等における緑化の促進を目的とした改正を行い、平成

18 年 4 月から施行しています。 

 

○環境影響評価条例（平成10年 3月） 

規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなる

おそれのある事業について、環境保全への適正な配慮

がなされるよう、事業者が事業の前に実施した環境影

響評価及び事後調査の審査を行っています。 

 

○景観条例（平成 10年 10月） 

11 箇所の景観計画区域（平成 22 年 11 月に 4 箇所の

景観計画区域を追加指定）内で、大規模建築物等を対象

にした届出制度に基づく指導等を行っています。また、

新たな景観計画区域の指定について検討しています。 

 

○文化財保護条例（昭和 44年 3月） 

条例に基づき指定された史跡、名勝、天然記念物を

保護するため、整備、保存修理、保護増殖等への助成

や開発地における文化財を保護するため、開発関係者

に対して指導を行っています。 

 

○放置自動車の適正な処理に関する条例（平成 16年 3

月） 

府民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の美観

の維持を図るため、府所有地・管理地内の放置自動車

の適正かつ迅速な処理を行っています。 

 

 

１ 環境基本条例等の施行 

 第１章 計画的な環境政策の推進 
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 平成 14 年 3 月に策定した「大阪 21 世紀の環境総合

計画」に基づき、「豊かな環境都市・大阪」の構築の実

現に向け、「平成 22 年度において豊かな環境の保全及

び創造に関して講じようとする施策」をとりまとめ、

諸施策を推進しています。また、計画の進行管理とし

て、進捗状況を可能な限り数値化したうえで、大阪府

環境審議会に報告・意見聴取を行い、公表しています。 

 

 

「豊かな環境都市・大阪」の実現に向けた着実な行

動のため、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Action）サイク

ルによる進行管理・点検評価システムを導入していま

す。 

【立案段階（Plan）】 

環境基本条例に掲げられた基本理念や、環境総合

計画で掲げられた中長期的な目標などを施策等の方

針とし、毎年度の施策実施プログラムとして環境基

本条例第 10 条第 2 項により、講じようとする施策

を府議会に報告するとともに公表しています。 

 

 

【実施・運用段階（Do）】 

環境基本条例第 7 条の施策の基本方針及び環境総

合計画の施策の展開方向を踏まえながら、様々な施

策や事業を実施・運用しています。 

 

【評価段階（Check）】 

環境基本条例第 10 条第 1 項により、毎年度、環

境の状況と豊かな環境の保全及び創造に関して講じ

た施策を府議会に報告するとともに公表しています。

また、府環境審議会からの意見を聴取し、その内容

を環境白書で公表しています。 

 

【見直し段階（Action）】 

評価等をもとに、必要に応じ、施策の内容や選択

について見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

基 本 方 針
 

環境方針 

施策の選択において見直し

見 直 し 

施策・事業の実施 

実施・運用 

毎年度講じようとする施策 

立  案 

環境の状況・講じた施策 

評  価 

 

議会報告・公表 

（環境基本条例第 10 条第 2 項） 

Plan 

Do 

Action 

Check 

環境基本条例の施策の基本方針（第 7 条） 

環境総合計画の施策の展開方向 

個別計画の施策方針 

議会報告・公表  

（環 境基本 条例第 10 条第 1 項） 

環境審議会への報告及び 

委員からの幅広い意見の聴取 

環境白書等で公表 

環境基本条例 

環境総合計画 

継 続 的 改 善 

２ 環境総合計画の推進 

３ 環境総合計画の進行管理 

大阪 21 世紀の環境総合計画の進行管理について
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産業廃棄物 

 

ごみを減らし資源を活かすために  
 ～廃棄物の減量化・リサイクルや適正処理など～ 

 これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産・流通・消費・廃棄の各段階におい

て廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進めることにより、持続的発展が可能な循環型社会を目指します。ま

た、廃棄物の適正な処理を促すことにより、府民の健康で文化的な生活を確保します。

 

 府域における一般廃棄物の排出量、一人一日あたり

の排出量等は減少傾向に、リサイクル率は向上傾向に

あります。 

しかし、全国的に見ると、一人一日あたりの排出量、

リサイクル率等の状況はワースト 1 となっています。

その要因としては、事業系一般廃棄物の排出量が多い

ことなどが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 平成 17 年度に府域から排出された産業廃棄物は、

1,728 万トンとなっています。再生利用量は 545 万ト

ンであり、最終処分量は 67 万トンとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、産業廃棄物の野外焼却・野積み・不法投棄等

の不適正処理は、小規模な事案が大半であるものの依

然として多発しており、また、その手口が悪質・巧妙

化しています。 

 

 

 

 

ごみ（一般廃棄物） 

（件）
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１人１日あたりのごみ排出量（府域）

１人１日あたりのごみ排出量（全国）

ごみのリサイクル率の推移 

 第２章 大阪府の環境の状況と施策 

ごみの排出量の推移 

産業廃棄物の排出量と再生利用率の推移（大阪府）

 

産業廃棄物の不適正処理件数
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 循環型社会を形成するため、リサイクルや廃棄物の

発生抑制、適正処分のための基本的な方向を示した

「大阪府廃棄物処理計画」（平成 19 年 3 月改定）に基

づき、平成 22 年度までに廃棄物の最終処分量を概ね

半減（平成 9 年度比）させることを目指します。 

○ごみの減量化とリサイクルへの取り組み 

 住民団体、事業者団体、市町村、大阪府などにより

組織された「大阪府リサイクル社会推進会議」におい

て、リサイクル管理票制度、エコショップ制度の普及、

ＮＯ!!包装キャンペーンの実施、リサイクルフェアの

開催など、ごみの減量化・リサイクルに取り組んでい

ます。 

○リサイクル製品の普及促進 

環境にやさしいリサイクル製品の普及により、リサ

イクルを促進するため、府内で発生した廃棄物（循環

資源）を使用したリサイクル製品をなにわエコ良品

（大阪府認定リサイクル製品）として認定しています。 

大阪府では、これらのリサイクル製品の率先購入に

取り組むほか、なにわエコ良品を手軽に購入できるよ

う、平成 22 年 4 月 1 日に、大阪府監修のなにわエコ

良品専門のインターネットショップを開設しました。 

 

 

 

 

 

 

○家電品などの適正なリサイクルの推進 

 テレビ、エアコンなどの家電 4 品目については、再

生資源業者を活用し、消費者の負担軽減を図る「家電

リサイクル大阪方式」を推進しています。また、容器

包装リサイクル法や自動車リサイクル法などのリサ

イクル関連諸法による適正なリサイクルを推進して

います。 

○「大阪府エコタウンプラン」の推進 

平成 17 年 7 月に国から承認された「大阪府エコタ

ウンプラン」を推進するため、関係自治体とエコタウ

ン事業者による推進協議会において、国内外からの各

リサイクル施設への見学者を受け入れるとともに、展

示会への出展等を通じて、エコタウンに関する情報の

発信に努めています。 

 

○産業廃棄物の不適正処理の根絶 

産業廃棄物の野積みや野外焼却等の不適正処理の

未然防止を図るため、排出事業者や処理業者に対し、

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付の徹底等に

よる産業廃棄物の適正処理を指導するとともに、土地

所有者等への土地の適正管理等の啓発・指導を行って

います。 

また、廃棄物処理法と循環型社会形成推進条例を効

果的に運用し、不適正処理の迅速な解決を図っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○放置自動車対策の推進 

「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」

（平成 16 年 3 月制定）に基づき、府の所有地・管

理地に放置された自動車の所有者究明を行い、判明

した所有者に自主撤去の指導を行うとともに、所有

者不明の場合には迅速・適正な処分を行うなど放置

自動車の撲滅に努めています。 

○ＰＣＢ廃棄物対策 

ＰＣＢ廃棄物の適正な処理を推進するため、事業

者に適正保管・処理を指導するとともに、日本環境

安全事業株式会社によるＰＣＢ廃棄物の広域処理

を促進しています。また、国と都道府県が拠出した

基金を通じて、中小企業が負担するＰＣＢ処理費用

を軽減しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ●本当に必要なものかよく考えてから購入しましょう。

●「エコショップ」を利用したり、ごみ減量化・リサイ

クルに配慮した商品や再生資源を使用した商品を購

入しましょう。 

●買い物袋を持参し、包装紙や袋は辞退しましょう。 

●びん、缶、ペットボトル、牛乳パックやトレー、卵

パックなどは捨てずにリサイクルに協力しましょう。

私私私たたたちちち一一一人人人ひひひとととりりりがががででできききるるるこここととと  

廃棄物の適正な処理の推進 廃棄物の減量化・リサイクルの推進 

大阪府認定リサイクル製品 

府内で発生した廃棄物（循 

環資源）を使用し、府内の工 

場で製造した製品で、一定の 

基準に適合するものを大阪府 

知事が認定します。 このマークが目印です。

産業廃棄物の不適正処理現場
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上昇率：0.06℃/10年

上昇率：0.29℃/10年

上昇率：0.13℃/10年

全国

大阪

地球環境を守る地域社会に 

～地球温暖化やヒートアイランド対策など～ 

 現在、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など地球的規模の環境問題の進行とともに、ヒートアイランド

現象のような大都市・大阪特有の環境問題も顕在化しています。次代を担う子どもたちに豊かな環境を引き継ぐ

ために、わたしたち一人ひとりが身近な環境を守ることが地球環境の保全につながるということを認識し、行動

していくことが必要です。 

 

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素、代替フロンなど）の 2008（平

成 20）年度の府内における排出量は、1990（平成 2）
年度から 8.4％減少しています。また、温室効果ガス

排出量の 9 割以上を占める二酸化炭素の排出量は

5,194 万トンで、1990（平成 2）年度から 0.7％増加

していますが前年度から減少しています。大阪府では、

2010（平成 22）年度の温室効果ガス排出量を 1990
（平成 2）年度から 9％削減することを目標に、省エ

ネルギー対策の推進や新エネルギー等の普及促進な

どの取組みを進めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪では、過去 100 年間で平均気温が 2.1℃上昇し、

全国平均の 1.0℃を大幅に上回っており、この差の

1.1℃がヒートアイランド現象の影響と考えられてい

ます。 

また、真夏日、熱帯夜の日数もここ 30 年間で著し

く増加しており、平成 21 年は真夏日が 73 日（平成

20 年：71 日）、熱帯夜が 27 日（平成 20 年：42 日）

でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガスの排出量 

大阪府内の二酸化炭素排出量の推移
大阪
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C
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2
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廃棄物 民生(業務)部門 民生(家庭)部門

運輸部門 産業部門 ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門

5,156 5,438
5,188

5,397
5,595

5,447 5,476 5,356
5,501

5,194

(注)1．排出量は、各年度の全国の電力排出係数を用いて算定している。

    2．四捨五入の関係で、各欄の合計と合計の値が一致しないものがある。

大阪・全国における年平均気温の推移

（5年移動平均） 

大都市における真夏日数 

（5年移動平均） 

大都市における熱帯夜数

（5年移動平均） 

【真夏日】日最高気温が 30℃以上の日のこと。 

【熱帯夜】夜間の最低気温が 25℃以上の日のこと。 
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 「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき、

事業活動における温室効果ガスや人工排熱の計画的

な排出抑制対策を推進するとともに、建築物の省エネ

ルギー等の環境配慮を推進しています。 

 対策の一層の普及促進を図るため、同条例の規定に

基づき、温暖化防止の模範となる特に優れた取組みを

行った事業者を「おおさかストップ温暖化賞」として、

環境配慮の模範となる建築物を「大阪サステナブル建

築賞」として表彰しています。 

また、「大阪府庁エコアクションプラン－地球温暖 

化対策大阪府庁実行計画－」（平成 17 年 9 月策定）に

基づき、府の事務事業においても温室効果ガスの排出

抑制に努めています。 

さらに、家庭や企業における省エネルギー行動を促

進するため、毎月 16 日を「ストップ地球温暖化デー」

とするとともに、普及啓発の拠点となる「大阪府地球

温暖化防止活動推進センター」や地球温暖化防止活動

推進員と連携して、府民に対する環境情報の提供や家

庭・学校などでの啓発活動を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪版カーボン・オフセット制度推進事業 

温室効果ガス排出削減クレジットの売り手（中小事

業者）のシーズと買い手（大規模事業者等）のニーズ

をマッチングする大阪独自のカーボン・オフセット制

度を構築し、中長期の温暖化対策に不可欠な中小事業

者の温室効果ガス排出削減対策を推進しています。 

 

○民間事業者省ＣＯ２設備導入支援事業 

大阪府グリーンニューディール基金を活用し、民間

事業者が高効率ボイラーやＬＥＤ照明等の省ＣＯ２設

備を導入する際の資金の一部を補助することにより、

民間事業者の地球温暖化対策を推進しています。 

 

○自然公園のＬＥＤ等省エネ照明の率先導入事業 

大阪府グリーンニューディール基金を活用し、明治

の森箕面国定公園の中核施設であるビジターセンタ

ーにおいて、省エネ効果の高いＬＥＤ照明器具を率先

導入しました。これにより、ＣＯ２の排出を削減する

とともに、府民への地球温暖化防止の意識啓発に繋げ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面ビジターセンターのＬＥＤ照明 

 

ストップ地球温暖化デー ポスター 

地球温暖化対策の推進 

取り組み 年間ＣＯ２削減量 年間節約額

冷房の温度を1℃高く、暖房の温度を1℃低く設定する 約33kg 約1,800円

週2日往復8㎞の車の運転をひかえる 約184kg 約9,200円

毎日5分間のアイドリングストップを行う 約39kg 約1,900円

待機電力を50%削減する 約60kg 約3,400円

シャワーを1日1分家族全員が減らす 約69kg 約7,100円

毎日風呂の残り湯を洗濯に使いまわす 約7kg 約4,200円

毎日、ジャーの保温を止める 約34kg 約1,900円

家族が同じ部屋で過ごし、暖房と照明の利用を2割減らす 約238kg 約10,400円

毎日買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ 約58kg －

テレビを見る時間を1日1時間利用を減らす 約14kg 約800円

家庭でできる取り組み10項目

出展：全国地球温暖化防止活動推進センター<2007.4改訂版>
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○エコ燃料実用化地域システム実証事業 

自動車の二酸化炭素排出削減策として有効なバイ 

オエタノール3％混合ガソリン（Ｅ３）の普及拡大を

図るとともに、Ｅ３よりさらに大幅な二酸化炭素削減

効果の見込める高濃度バイオ燃料（Ｅ１０等）への導

入に向けた実証事業を実施しています。 
 現在、Ｅ３については18か所で一般販売中です。高濃

度バイオ燃料については、知事公用車をはじめ34台のＥ

１０対応車を用いて走行実証を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○燃料電池自動車普及促進事業 

 水素は、次世代のクリーンエネルギーとして注目さ

れており、水素を燃料とする燃料電池は、環境対策、

さらには産業振興の面から普及が期待されています。 

大阪府は、平成16年度から公用車に燃料電池自動車

（ＦＣＶ）を率先導入し、府内の各種イベントに参加

して、試乗会等を実施するとともに、在阪の産学官13
団体で構成する「おおさかＦＣＶ推進会議」（事務局：

大阪府）の活動を通じて、水素・燃料電池の普及啓発

を行っています。 

 また、国の「水素･燃料電池実証プロジェクト」を

推進するため、平成19年度に設置された大阪府庁と関

西国際空港の2か所の水素ステーションの活用や、燃

料電池車いすやカートなど各種燃料電池機器の実証

実験への協力を行っています。 

 

 

○バイオマスの利活用の推進 

 生物由来の有機性資源であるバイオマスの利活用

は、地球温暖化対策として注目されています。平成16
年3月に「森林バイオマス利用推進行動計画」を策定

し、公共事業での木材の利用促進をはじめ、木質ペレ

ット化によるエネルギー利用の推進を行うなど、森林 
から得られる間伐材などの利用を進めています。 
 また、平成18年3月に「大阪府バイオマス利活用推

進マスタープラン」を策定し、多岐にわたるバイオマ

スの利活用を総合的に進めています。 

○民間資金活用型ＥＳＣＯ(Energy Service Company)

事業の推進 

民間の資金・ノウハウを活用して、既存の庁舎・病

院などの省エネルギー化改修を図り、省エネにより削

減された光熱水費の一部で改修費用を償還するとと

もに、残余を府の経費削減効果とする事業であり、大

阪府が全国自治体で初めて事業を開始しました。 
初期投資を行うことなく、省エネによる環境対策や

光熱水費削減が図れます。 

自己資金型ＥＳＣＯ事業を含めると、平成 22 年 4
月時点で、母子保健総合医療センターや男女共同参

画・青少年センターなど 20 施設でＥＳＣＯ契約して

おり、二酸化炭素削減量は約 1 万 3 千トン－CO２/年

（計画値）に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オゾン層を破壊し、地球温暖化にも影響を及ぼすフ

ロンガスの排出を抑制するため、「フロン回収・破壊

法」や「自動車リサイクル法」に基づきフロン類回収

業者の登録を行うとともに、立入検査の実施などによ

り、フロン類の回収を徹底しています。 

 

オゾン層保護対策の推進 

光
熱
水
費
支
出

光
熱
水
費
支
出

光
熱
水
費
支
出

府のメリット

府のメリット
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

サ
ー

ビ
ス
料

ESCO利益

金利

初期投資等

ＥＳＣＯ事業の経費と利益配分 

環境に配慮したエネルギー利用の促進 

知事公用車（Ｅ１０対応車）の納車式

燃料電池自動車と水素ステーション 
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平成 16 年 6 月に、2025 年までに住宅地域の熱帯夜

数を 3 割削減することなどを目標とした「大阪府ヒー

トアイランド対策推進計画」を策定し、建築物の敷地

や屋上の緑化促進、校庭の芝生化、高反射塗装、透水

性舗装、下水高度処理水や農業用水などを活用した打

ち水、雨水利用の促進、公園緑地の整備など、総合的

かつ計画的に施策を推進しています。 
平成 21 年度は、これまで実施してきた「モデル事

業」の成果を活用し、「ヒートアイランド対策ガイド

ライン」の普及に取り組みました。 
大阪市中心部のモデル街区（大阪駅周辺・中之島・

御堂筋周辺街区）においては、国の補助事業を活用し

た民間事業者によるヒートアイランド対策の集中的

な取組みを大阪市、地球温暖化防止活動推進センター

と連携して促進しています。 
 産学官民の連携組織である「大阪ヒートアイランド

対策技術コンソーシアム」においては、対策技術の研

究・普及などに取り組んでいます。 
 また、自然環境保全条例に基づき、一定規模以上の

敷地における建築物の新築、増改築を行う建築主に対

し緑化を義務付け、温暖化の防止等に関する条例に基

づき、事業者の事業活動に伴う人工排熱の抑制や、建

築物の新築、増改築を行う建築主にヒートアイランド

対策を促進しています。 
 さらに、地元市、ＮＰＯ等と連携して、北大阪地域

や東大阪市の荒本などにおいて、下水高度処理水や雨

水を利用した打ち水の取組みなど、エコアクションの

実践を呼びかける啓発活動を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒートアイランド対策の推進 

 ●自らの行動スタイルを見つめなおしてみましょう。 

●買い物や外出は、自転車や公共交通機関を利用しまし

 ょう。 

●水を出しっぱなしにするのはやめましょう。 

●テレビやあかりなどのつけっぱなしはやめましょう。

●エコマーク商品や省エネ型商品などグリーン商品を選

びましょう。 

●冷房温度は 28 度、暖房温度は 20 度を目安にしましょ

う。 

●環境保全活動に参加してみましょう。 

私私私たたたちちち一一一人人人ひひひとととりりりがががででできききるるるこここととと  

株式会社大西本社ビル 

おおさか優良緑化賞 大阪府知事賞（３施設）

打ち水の様子 

八尾市立リサイクルセンター

ジオ千里桃山台 
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きれいな空気で、静かなまちに 

 ～大気環境の保全、騒音対策など～

 きれいな空気で、静かなまちを目指して、新たな手法も取り入れながら、環境保全の取組みを進めています。

特に、私たちの生活に便利な自動車による大気汚染や騒音・振動が社会問題となっており、府民、事業者、民間

団体、行政がお互いに協力して、さまざまな対策を進めていくことが求められています。

 

 

○二酸化窒素（ＮＯ２） 

年平均濃度は緩やかな改善傾向にあり、平成 21 年度

の環境保全目標達成率は、一般環境大気測定局で 7 年

連続 100%、及び自動車排出ガス測定局で 94.4%でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

年平均濃度は緩やかな改善傾向にあり、平成 21 年度

は、平成 20 年度に引き続き、一般環境大気測定局及び

自動車排出ガス測定局の全ての測定局で環境保全目標

を達成しました。なお、平成 21 年 9 月に新たに環境基

準が設定された微小粒子状物質（ＰＭ２．５）につい

ては、今後測定体制を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○騒音の状況 

 平成 21 年度の環境保全目標の達成率は、一般地域で

は 77.2%、道路に面する地域では 91.9％でした。 

 

騒音に係る環境保全目標達成状況（平成 21年度） 

 

二酸化窒素の環境保全目標達成状況の推移 

大気・騒音の状況 

一般環境大気測定局61局、自動車排出ガス測定局32局平均
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浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移 
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府域の自動車保有台数は約 370 万台と、平成 17 年

度をピークに減少傾向にあり、環境負荷の大きいディ

ーゼル車の割合も、平成 8 年度をピークに減少してい

ます。 
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境保全目標達成

に向けて、平成 15 年 7 月に「大阪府自動車ＮＯＸ・Ｐ

Ｍ総量削減計画」を策定し、低公害車などの普及促進

やグリーン配送など、ディーゼル車を中心とした対策

を推進しています。また、生活環境の保全等に関する

条例により、車種規制が適用されていない対策地域外

からの流入車規制を、平成 21 年 1 月から実施していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○低公害車などの普及促進 

 天然ガス自動車などの低公害車普及のため、府の公

用車への率先導入、大阪府の本庁駐車場における低公

害車の駐車料金割引制度などに取り組んでいます。 

さらに、排出ガス性能が良く二酸化炭素排出量の少な

い多様なエコカーの普及拡大に向けて、大阪自動車環境

対策推進会議において、包括的な戦略である「大阪エコ

カー普及戦略」を平成 21 年 12 月に策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

○グリーン配送の推進 

大阪府が購入する物品についてグリーン配送（物品

の配送にあたり環境負荷の少ない車を使用すること）

を導入するとともに、民間事業者へ普及拡大させるた

め、「大阪グリーン配送推進運動」を進めています。 

○事業者に対する指導の強化 

自動車ＮＯＸ・ＰＭ法に基づき、30 台以上の自動 

車を使用する事業者から提出のあった自動車使用管

理実績報告書などにより、低公害車の導入・車両走

行量の削減や環境にやさしい運転（エコドライブ）

の取組みを指導しています。 

○流入車対策の推進 

総量削減計画の目標である二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質の環境保全目標の確実な達成を図るため、平成

21年1月1日から、自動車ＮＯＸ・ＰＭ法の排出基準を

満たさないトラック・バス等が府域の対策地域を発着

地とする運行を規制しています。 

   

適合車等標章（ステッカー） 

 

 

○自動車騒音・振動対策 

 遮音壁や低騒音舗装の敷設などの道路構造対策や最

高速度規制などの交通流対策など、関係機関の連携の

もと実施しています。 

 

 

 

 

 

○近隣騒音対策 

 深夜におけるカラオケ装置などの音響機器の使用を

原則として禁止しているほか、商業宣伝を目的とした

拡声機の使用について制限を設けています。また、ピ

アノや自動車の空ぶかしなどの生活騒音の防止のため

の啓発などに努めています。 

 

 

 

 

 

 

自動車排出ガス対策 

●通勤・通学には電車・バスを利用しましょう。 

 （毎月 20 日は「ノーマイカーデー」です。） 

●より低公害な自動車に乗り換えましょう。 

●おだやかなアクセル操作や無用なアイドリングの停

止など、エコドライブを心がけましょう。 

●夜間、早朝のテレビ、オーディオなどの音量はでき

るだけ小さくしましょう。 

●ピアノなどの楽器の練習は窓を閉め、時間帯に気を

つけましょう。 

私私私たたたちちち一一一人人人ひひひとととりりりがががででできききるるるこここととと

騒音・振動対策 

地球温暖化対策として

も期待される間伐材を

有効活用した「木製低層

遮音壁」 

電気自動車 

自動車保有台数とディーゼル車の割合の推移 

（年度末） 
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きれいな水、潤いとやすらぎのある水辺に 
 ～水循環の再生、水環境の保全など～ 

 自然の大きな水循環は、水の汚れを浄化するとともに、豊かな水の流れを生み出します。水循環の再生や潤い

とやすらぎのある水辺環境を保全・創造するために、水質の改善はもとより、より一層の水源のかん養や水の効

率的な利活用などに取り組む必要があります。

 

 

 河川の水質は全体的に改善の傾向がみられます。河

川の汚れ具合を示すＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

の環境保全目標達成率は、平成 21 年度は 82.5％と前

年度に引き続き、調査開始以来最高の達成率となりま

した。 

府内主要河川のＢＯＤ（年平均値）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海（大阪湾）の汚れ具合を示すＣＯＤ（化学的酸素

要求量）の値は長期的には概ね横ばいで、依然として、

環境保全目標未達成の地点があります。平成 21 年度

のＣＯＤ環境保全目標達成率は 40.0％でした。要因と

しては、河川などからの汚濁物質の流入に加えて、窒

素・りんなどの栄養塩の流入による湾内での植物プラ

ンクトンの増殖がＣＯＤを増加させることが考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○雨水利用の促進 

雨水を活用したまちづくりを推進するため、「おおさか

レインボウぷろじぇくと！」を推進し、平成 17 年度から

3 年間、府民、ＮＰＯ等と協働で雨水利用のモデル事

業を実施しました。現在は、モデル事業の成果を活用し、

市民団体及び市町村等と連携を図り、雨水タンクの設置

促進や出前講座の実施等、より広く府民への普及啓発を

行っています。 
これらの取組みは、ホームページなどで広く情報発

信し、雨水利用の普及啓発を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園での環境学習 

 

○寝屋川流域水循環系の再生 

「寝屋川流域水循環系再生構想」（平成15年6月策定）

を基に、寝屋川流域の水質・水量の回復を図るための

短期的施策として、地域住民などとの連携により 10
年間で流域全体でのＢＯＤ5mg/L を目標とする「第二

期水環境改善緊急行動計画」（清流ルネッサンスⅡ）

を平成 16 年 5 月に策定しました。 
 主な施策内容は、下水道の整備促進、高度処理の推

進、合流式下水道の改善、下水高度処理水や他河川か

らの導水、多自然浄化、ヘドロの浚渫などです。 
 
 

河川の環境 

海の環境 

水循環の再生 

大阪湾のＣＯＤ（大阪府測定点・表層年平均値）の推移 
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○健全な水循環の構築に向けた取組み 
見出川において、水質の改善や、健全な水循環の再

生をめざし、見出川流域水循環再生協議会（平成 19
年度設立：地元市民団体、小学校、学識経験者、行政

等で構成）が中心となって、水循環再生計画を策定す

るとともに、清掃活動や普及啓発を実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見出川の清掃活動 

 
 
○生活排水対策 

『洗剤 お風呂 洗い物 ちょっとの工夫できれいな

川に』 台所、風呂、トイレなどから出る私たちの生

活排水が河川や海を汚す主な原因となっています。 

このため、下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促

進などを進めるとともに、2 月を生活排水対策推進月

間と定め、各家庭での一人ひとりの取り組みを呼びか

けています。 
⇒（右欄）「私たち一人ひとりができること」参照。 

くらしの汚れはどれくらい？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○下水道の整備 

 生活排水を適切に処理する主要な対策として、下水 

道の整備を推進しています。平成 21 年度末現在の下

水道普及率は府内全体で 93.7%となっています。 

○浄化槽整備事業の推進 

生活排水対策やトイレの水洗化による生活環境の

改善に効果的な浄化槽の設置を促進するため、個人が

浄化槽を設置する際の費用の一部を助成する「浄化槽

設置整備事業（個人設置型）」及び市町村が主体とな

って各戸に浄化槽を設置し、住民から使用料を徴収し

て管理運営する「浄化槽市町村整備推進事業（市町村

設置型）」を実施する市町村に対して、引き続き府費

補助金を交付するなど、より一層の浄化槽整備を図っ

ています。 

○大阪湾の再生 

「大阪湾再生推進会議」（国と関西 10 府県市等によ

り構成）において策定された「大阪湾再生行動計画」

に基づき、海の環境の回復に向けて、漁業者やＮＰＯ

等と連携した「魚庭（なにわ）の海づくり大会」や藻

場の造成等の取組みを実施しています。 

また、大阪湾の汚濁機構の解明や、多様な主体の参

画による環境モニタリングネットワークの構築のた

め、産官学民が連携して「大阪湾再生水質一斉調査」

を実施しています。 
 さらに、将来を担う子どもたちに大阪湾の環境の大

切さを引き継ぐことをテーマに、大阪湾沿岸 23 自治

体で構成する「大阪湾環 
境保全協議会」において 
平成 20 年度に作成した 
「大阪湾かるた」等を用 
い、参加型の普及啓発 
事業を実施しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（風呂おけ１杯 300L） 

(20ml) 20杯分

11杯分

みそ汁（180ml） 4.7杯分

1.3杯分中濃ソース（15ml） 

参考資料：環境省「生活排水読本」

水環境の保全 

●食べ残しや飲み残しが出ないよう、料理は必要な分

量を作り、食器には食べきれる（飲みきれる）分だ

けを入れましょう。 

●食器や鍋の汚れは紙などで拭き取ったり、ヘラでか

き取ってから洗いましょう。 

●調理くずや食べ残しが流れてしまわないように水

切り袋などを使いましょう。 

私私私たたたちちち一一一人人人ひひひとととりりりがががででできききるるるこここととと
 

大阪湾かるた 
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化学物質を適正に取り扱うために  

～自主管理の促進、汚染の調査・対策など～ 

 私たちのまわりでは、多くの化学物質が使用され、便利な生活を与えてくれる一方、取り扱い方をまちがえる

と、環境中に大量に放出され、思わぬ環境汚染を引き起こす場合があります。こうしたことにならないよう、排

出規制や汚染の調査・対策を進めるとともに、事業者自らも化学物質を適正に管理することで排出を抑制してい

くことが重要です。 

 

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、工場・事

業場の立入検査を実施して、ダイオキシン類の排出量

削減対策の徹底を指導するとともに、大気、水質など

の状況を調査しています。 
平成 21 年度における府内でのダイオキシン類の排

出量は 6.0g で、環境保全目標の達成率は大気、海域

水質・底質、地下水、土壌が 100％、河川水質が 95.5％、

河川底質が 97.0％でした。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

○土壌・地下水汚染対策 

 土壌・地下水汚染による府民の健康への影響を防止

するため、「土壌汚染対策法」と「大阪府生活環境の

保全等に関する条例」に基づき、土壌・地下水汚染に

関する調査や対策が適切に行われるよう土地所有者

などに対する指導を行っています。平成 22 年 3 月に

上記条例を改正し、汚染区域の指定の二区分化や、汚

染土壌の搬出規制の追加などを行いました。 

 

○地盤沈下対策 

地盤沈下を未然に防止するため、地盤沈下観測所で

地下水位・地盤沈下量を常時監視するとともに、府内

の地下水採取量の把握と適正な採取の指導を行って

います。 

 

 

○アスベスト飛散防止対策 

中皮腫や肺がんなどの原因と言われているアスベ

ストから府民の健康を守るため、「大気汚染防止法」、

「生活環境の保全等に関する条例」に基づく建築物解 

体作業現場などの立入検査や、府有施設における吹付

アスベストの除去などの対策を進めています。 

また、府内における大気環境中のアスベスト濃度の

実態調査や、アスベストの健康影響などの調査を実施

するとともに、 アスベスト対策のホームページやリ

ーフレット配布を通じて、府民への情報提供を行って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○府有施設のアスベスト対策 

アスベストによる健康被害を防ぐため、府有施設に

おいて使用されている吹付けアスベストの除去対策

工事を進めるとともに、空気環境測定等の定期点検を

実施しています。 

 

○民間建築物アスベスト対策の促進 

吹付けアスベスト等が使用されている建築物につ

いて、順次、立入検査を実施し、劣化等により、衛生

上著しく有害となる恐れがあると認められる場合に

は、建築基準法に基づき、所有者等に対して、除去等

必要な措置を講じるよう指導しています。 

 

ダイオキシン類対策 

土壌・地下水汚染対策 

アスベスト対策 

アスベスト解体現場パトロール 

府内でのダイオキシン類の排出量

44.1
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「ＰＲＴＲ法」に基づく化学物質の排出量等の届

出とともに、「大阪府生活環境の保全等に関する条

例」に基づき、平成21年度から取扱量等の届出を開

始し、事業者による化学物質の自主的管理を促進し

ています。 
平成 20 年度の府域におけるＰＲＴＲ法と府条例

による化学物質の届出排出量は 14,114 トンでした。

また、ＰＲＴＲ法による化学物質の届出排出量と届

出外排出量の合計は 19,642 トンで、全国の約 4.0％
を占めていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大阪府域における苦情の状況 

 公害等調整委員会の公害苦情調査結果によると、依

然として公害に関する多くの苦情が市町村等に寄せ

られています。 

 

 

 

化学物質に係る自主的管理の改善の促進 

ＰＲＴＲ 

 ＰＲＴＲ(Pollutant Release and Transfer

Register)とは、人の健康や生態系に有害なおそ

れのある化学物質の環境中への排出量などを把

握するしくみです。 

事業者は自ら化学物質の管理を行うとともに、

排出量・移動量を把握して国に届け出ます。国は

届出データの集計・届出以外の排出量の推計を行

い、公表しています。 

府域における化学物質の排出量 

（平成 20 年度分の PRTR 法による届出排出

量及び届出外排出量の合計） 

排出量
合計

19,642 ﾄﾝ/年

事業所
13,410ﾄﾝ
（68.3％）

　   事業所以外
　   6,232ﾄﾝ
  （31.7％）

 対象業種(届出）
   5,770ﾄﾝ
   （29.4％）

 対象業種（届出外）
  3,880ﾄﾝ
  （19.8％）

自動車等
3,840ﾄﾝ

 （19.5％）

非対象業種
 3,760ﾄﾝ
 （19.1％）

家庭
2,392ﾄﾝ

（12.2％）

府域における化学物質の届出排出量・移動量・取扱量 

（平成 20 年度分の PRTR 法及び府条例による届出集計結果）

 

届出移動量
事業所外への移動

（廃棄物） 
19 千トン 

届出排出量

下水道へ 
0.59 千トン 

大気へ 
13 千トン 

公共用水域へ 
0.65 千トン 

14 千トン 

19 千トン 

土壌へ 
0.000030 千トン

（30kg） 

事業所内での 
埋立処分 

0 トン 

届出取扱量 13,702 千トン 

取扱量 
13,702 
千トン 

府域における公害の種類別苦情件数の推移 
（他機関からの移送分を含む） 

公害の苦情やその解決のために 

○公害審査会 

公害に関する紛争の解決手段の一つとして大阪

府には公害審査会が設置されています。公害審査会

は弁護士及び学識経験者で構成され、典型七公害に

係る紛争を解決するため、あっせん、調停、仲裁を

行っています。 

470 570 546 699
375 462 451 443 592 541

988 909 979 898
804 787 827 757 687 707

273 256 250 242

244 250 248 262 239 204

1590 1510 1615 1670

1513 1638 1769 1633 1543 1504

344 362 328 389

325
347

366
390 351 330

1439 1306 1357
1510

1065

1491 1349
1195

950
887
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（件数）

（年度）

大気汚染

水質汚濁

騒音

振動

悪臭等

典型７公害以外

12
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 自然や歴史・文化、景観は、地域の魅力を決めるバロメーターであり、府民、事業者、民間団体、行政といっ

たすべての主体の協働のもと、これらを守り、育て、活用して、都市と自然が共生した個性的で魅力あふれる地

域の実現を目指します。 

 

 府域には 1 万種を超える生物が生息・生育してい

ると予想され、中には、北摂山系に棲む特別天然記

念物のオオサンショウウオや淀川のわんどに棲む天

然記念物のイタセンパラなどもいます。種の多様性

の保全のため、イタセンパラなどの希少種の保護・

増殖技術の開発や淀川のわんどにおける密漁などに

対するパトロールなどの保護活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

淀川のわんど 

 

○ビオトープの保全・創出 

いきものが生息する空間（ビオトープ）を確保し、

創造するため、湿地の保全を進めるなどビオトープ

の保全・回復・創出や、ビオトープの基本的な考え

方、適用事例を紹介し、普及・啓発に努めています。 

 

 

 

府域に残された貴重な自然環境を有する自然環境

保全地域やミドリシジミ類の蝶（通称ゼフィルス）、

ラン科植物など貴重な動植物が生息・生育する緑地

環境保全地域について適正な保全・管理を図ってい

ます。 

 

 

 

地球温暖化防止や生物多様性確保など、森林の公

益的な役割に対する府民の期待が一層高まっている 

 

ことから、治山事業や造林事業などの森林整備対策 

を推進する一方、アドプトフォレストによる企業参

加の森づくりや、おおさか「山の日」を通じて府民 

協働による森林整備を進めるなど、多様な主体の連

携・協働による森づくりを推進しています。 

また、生駒山系花屏風構想の取組みを推進してい

ます。大阪の市街地から見渡せる生駒山系を屏風に

見立て、府民との協働で花木や紅葉の美しい樹木を

植樹し、府民に愛される自然資源として整備するこ

とにより、森林への関心を高めるとともに、放置森

林問題への理解を深めてもらいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自然公園の整備・管理 

 明治の森箕面国定公園、金剛生駒紀泉国定公園な

どの自然公園における自然景観、生態系の保全や“自

然とのふれあいの場”の創出のため、自然公園施設

の整備・管理を行っています。 

 

○「共生の森」づくりの推進 

府民やＮＰＯなど多様な主体との協働により、大

阪府堺臨海部の廃棄物最終処分場（堺第７－３区）

での大規模な森林・ビオトープ空間などの自然環境

の創出再生を目指した「共生の森」の整備に向け、

森づくり活動などを進めています。 

種の多様性の保全 

森林環境の保全 

自然環境の保全と創出 

貴重な自然の保全 

豊かな自然との共生や文化が実感できるまちに 
～都市と自然が共生する魅力ある地域づくりなど～

植栽活動の様子 
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○オアシス整備事業・いきいき水路整備事業 

地域の貴重な環境資源であるため池を、水と緑に

包まれたオアシスとして総合的に整備するなど、地

域の快適な環境づくりを推進しています。 

また、農業用水路の改修においても、防災対策を

実施するとともに親水護岸や水生植物帯などを設け、

周辺小学校の環境学習の場としての活用など、地域

が一体となった水辺環境づくりを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「みどりの風を感じる大都市」の実現に向けた今

後のみどり施策の推進方向や実現戦略を示すため、

「みどりの大阪２１推進プラン」及び「大阪府広域

緑地計画」の 2 計画を統合し、「みどりの大阪推進

計画」を平成 21 年 12 月に策定し、府民が実感でき

るみどりづくりに取り組んでいます。 

周辺山系やベイエリアの豊かな自然が街をつつみ、

それらの自然が河川や道路を軸として街へと導かれ、

そして街の中でも都市公園をはじめとする緑の拠点

が緑道や街路樹などでつなげられている「みどりの

ネットワーク」を形成します。 

特に、「みどりのネットワーク」において、効果的

にクールスポットを形成するため、海と山が近接し、

海陸風が吹いている大阪の地形特性とみどりが持つ

クーリング効果を活かして、河川や道路などの空間、

その周辺をみどりでつなぐことによる「みどりの風

の軸」の形成を目指します。 

そのため、主要道路や河川を軸に、実感できるみ

どりを増やすため、沿線の民有地を含めた区域を「み

どりの風促進区域」として定め、軸となる道路等へ

の緑化の重点化、沿線の民有地における都市計画上

の規制緩和等による緑化誘導、府民や企業等との協

働等による緑化の推進により、都市施設等と民有地

とが一体となった緑化空間を重点的に創出します。 

また、民有地のみどりの保全、創出のため、建築

物緑化促進制度の推進や、助成事業による新たなみ

どりの創出に努めています。 

○民間施設等のみどりづくり 

緑化スペースの確保が困難な都市部の緑化の推進

を図るため、地域のモデルとなる公共性・公開性の

ある民間施設の接道部・屋上・壁面などの緑化や学

校の運動場を芝生化するなどの地域緑化活動に対し

て助成をおこなっています。また、地域の人々が協

働して行う緑化活動などへの樹木の配付や、学校や

道路等の緑化への活用を目的とした、小中学校での

花苗育成活動の支援（みんなで育てる花いっぱいプ

ロジェクト）など多様な都市緑化の普及・啓発に努

めています。 

○都市公園の整備・管理 

都市内の身近な緑地であり、自然の拠点である都

市公園の面積は、平成 20 年度において、4,541ha
で、府民 1 人あたり 5.2ｍ2 となり、全国平均の 9.5
ｍ2 を下回っています。このため、環境学習や憩い、

やすらぎの場や、生きものとふれあえる場の創出の

ため、都市公園の整備・管理を行っています。 

 

 

農空間の持つ防災、景観形成、環境保全などの公

益的機能を保全していくため、平成 20 年 4 月施行

の「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用

に関する条例」に定める農空間保全地域制度に基づ

き、農業者、府民が一体となった農空間の保全と活

用に取り組んでいます。 

○農空間保全地域制度の推進 

都市農業と農空間の公益的機能の発揮、府民の健

康的で快適な暮らしの実現、安全で活気と魅力に満

ちたまちづくりを目標に、多くの府民が公益的機能

を実感し、その恩恵を享受できるよう、遊休農地の

利用促進を図ります。このため、農道や用水路など

の整備により、耕作条件の改善を図るとともに、遊

休農地の貸し借りによる農地の利用促進など、農空

間の保全と活用を進めていきます。 

 

 

 

 

農空間の保全と活用 
緑豊かなまちづくりの推進 

学習農園づくり 喜志地区（富田林市）

小学生による活動の様子 

長瀬川（八尾市） 

自然環境とのふれあいの場の活用 

オアシス整備事業 

 狭山副池 （大阪狭山市） 
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○美しい景観への関心づくり 

府民の積極的なまちづくりへの参加を促し、魅力

あるまちづくりを進めるため、まちづくり功労者の

表彰などを実施しています。 

また、個性あふれる美しい景観づくりを推進する

ため、「大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞）」

を設け、景観上優れた建築物やまちなみを表彰して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 29 回大阪都市景観建築賞 大阪府知事賞） 

 

さらに、府内にある美しいまちなみを改めて見つめな

おし、守り育てるため、また、国内外から大阪を訪れる

人々に感動を与えるような、景観上優れたまちなみなど

を広く知ってもらうため、「大阪まちなみ百景」の選定

を行い、ホームページを通じ、広く紹介しています。 

 

○景観づくり活動の展開 

地域に愛され、大切にされる美しい道路づくり、川づ

くり、海岸づくりを目指し、快適な道路や河川・海岸環

境を創出するため、大阪府では市町村と協力して、地元

自治会や企業などの団体が、自主的に行なう清掃や緑化

などのボランティア活動を支援する『アドプト・プログ

ラム』を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○歴史的文化的遺産の保存と活用 

 史跡・建造物・美術工芸品などの歴史的遺産を指

定し、整備、修理や防災事業に助成しています。ま

た、開発などにより埋蔵文化財が失われないよう調

整し、発掘調査などの措置を講じた上で、資料の保

存と活用を図っています。 

 

○歴史的文化的遺産にふれる場と機会づくり 

 豊かな文化的環境の創造に資するため、弥生文化

博物館（和泉市）、近つ飛鳥博物館（河南町）、日

本民家集落博物館（豊中市）で、様々な資料や情報

を収集・展示し、講座、体験学習などを多彩に行っ

ています。また、近つ飛鳥風土記の丘では、豊かな

自然の中に残された多くの古墳をご覧いただけま

す。また、狭山池博物館（大阪狭山市）では、狭山

池ダム建設工事に伴う調査で発見された「1400 年

間の歴史を刻む堤体断面や東樋・木製枠工」などの

貴重な土木遺産を展示・紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的文化的環境の形成 

 ●一人一鉢、花や木を育てましょう。 

●自然の中で生きている虫や草花などは採らずに観

察するだけにしましょう。 

●山、川、海などにごみを捨てないようにしましょう。

●ハイキングなどで持っていった物はすべて持ち帰

りましょう。 

●家のまわりやまちに緑をふやしましょう。 

●地域の景観づくり、まちづくりに積極的に参加しま

しょう。 

●外来生物を屋外に放すことは止めましょう。 

私私私たたたちちち一一一人人人ひひひとととりりりがががででできききるるるこここととと  

人と野生鳥獣との共生 

「淀屋橋 odona」 

美しい景観づくりの推進 

人と野生鳥獣が適切な関係を構築し共存できる

よう、「第１０次鳥獣保護事業計画」に基づき、

鳥獣保護区の指定、傷病鳥獣の救護、狩猟や有害

鳥獣捕獲の適正な実施を指導するなど野生鳥獣の

保護管理に努めています。また、生態系等に被害

を与える外来生物（アライグマ等）の防除を推進

しています。 
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すべての主体が積極的に参加し行動する社会に  
～環境配慮のためのしくみづくり～ 

 循環型社会の構築には、環境に配慮したライフスタイルや経済社会システムへ変えていかなければなりません。

このためには、府民、事業者、民間団体そして行政などすべての主体が環境に配慮した行動を自主的積極的に取

り組むとともに、パートナーシップをもって取り組む必要があります。

 

○環境情報交流のための施設整備 

環境に関する情報提供をはじめ、府民、環境ＮＰＯなど

の環境保全活動を支援するための施設として、環境農林水

産総合研究所内に「環境情報プラザ」（情報コーナー・

研修室・小会議室・環境実験室）を開設し、環境関連

図書・ビデオ・パネルなどの貸出しやセミナー・環境

教室などの活動の場として広く府民に提供していま

す。 

また、環境ＮＰＯ、自治体などで構成する交流団体「か

けはし」において、府が事務局となり情報交流を促進し、

メンバーとともに交流会・セ

ミナー等を協働開催するな

ど、パートナーシップの構築

に努めています。 

URL：http://www.epcc.pref.osaka.jp/center/plaza/kakehashi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境実験室の利用風景 

 

 

 

 

規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなる

おそれがある事業について、事業者において適正な環

境配慮がなされるよう、環境影響評価法及び大阪府環

境影響評価条例に基づき、住民、市町村長、学識経験

者の意見を聴き、必要な指導や助言を行っています。 

 

 

○学校などにおける環境教育の取組みの推進 

大阪府環境教育等推進方針に基づき、学校・地域な

どの様々な場における環境教育を進めるため、市町村

やＮＰＯ・企業などと連携しながら事業を実施してい

ます。 

・府域の環境活動の取組みを推進するため、環境資源

に関する情報をデータベース化し、インターネット

を活用して提供する総合環境資源情報ポータルサ

イト「エコあらかると」を開設しました。 

 

○体験型環境学習のフィールドづくり 

「人と自然との共生」をテーマに、里山での生活体

験や自然体験などを通じて、自然に対する府民の認識

や理解を深めるための拠点的施設として、泉南市内に

里山の自然学校「紀泉わいわい村」を開設し、様々な

体験プログラムを提供しています。 

 

○おおさか身近な生きもの調査 

小学校の児童を主体にした環境学習として、自然環

境の指標となる身近な動植物等の生息状況調査を実

施しています。調査結果及びその考察等は、小学校等

での事後の学習教材や府域の自然環境の“現状”と“時

系列変化”の把握のための資料として役立てることが

できます。 

 

 

環境農林水産総合研究所では、浮遊粒子状物質の発

生機構及び組成に関する研究や、スギの大気浄化機能

を活用したスギ木口の内装材の開発研究などを行う

とともに、大気汚染、酸性雨など環境に関する測定や

検査・分析、有害化学物質の分析手法の開発などに取

り組んでいます。 

また、環境基準が設定された粒径 2.5μｍ以下の微

小粒子状物質（ＰＭ２．５）について、質量濃度や成

分の分析を行い、汚染状況の実態把握を行っています。 

 さらに、資源循環や環境負荷の低減を目的とした

様々な調査研究を行っています。 

パートナーシップによる環境保全活動の促進 

環境監視・分析および調査研究の推進 

環境アセスメントの推進 

環境教育・環境学習の推進 
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環境技術の普及支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪が抱える環境問題の克服に役立つ技術を中心

に、府の関係機関などと連携して、研究開発の奨励や

技術情報の提供など、環境技術の普及に関する支援に

取り組んでいます。 

おおさかエコテック（環境技術評価・ 

普及事業）では、大阪発の優れた環境関 

連技術の普及の促進を目的として、一定 

以上の評価を受けた技術について、広く 

ユーザーに情報提供しています。 

 

 

大阪府自らも事業者、消費者の立場であることから

率先して環境配慮の取組みを進めていきます。 

 

 

○「府庁エコアクションプラン」の推進 

 「大阪２１世紀の環境総合計画」を踏まえ、府職員

が率先して取り組む行動計画として、「大阪府庁エコア

クションプラン－地球温暖化対策大阪府庁実行計画

－」に基づき、省エネルギーや省資源の取組みを推進

するなど、環境配慮の徹底に努めています。 

○環境マネジメントシステムの取組みの推進 

平成11年2月から環境マネジメントシステムの国際

規格である「ＩＳＯ１４００１」認証登録を継続して

きましたが、10 年にわたる運用によりシステムの定

着が図れたことから、平成 21 年 3 月末をもってＩＳ

Ｏ認証を返上しました。 

平成 21 年 4 月からは、府独自の環境マネジネント

システムに移行し、全庁を対象に自らの事務事業活動

に伴う環境負荷の低減に努めています。 

○大阪府グリーン調達方針の推進 

 環境負荷の低減に資する物品の調達に関する方針

を毎年度策定し、大阪府におけるグリーン購入の推進

を図っています。平成 21 年度は、紙類、文具類、家

電製品、公共工事などの 20 分野について目標を定め、

グリーン購入に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン調達（購入） 

商品やサービスを購入する際に、価格・機能・

品質などだけでなく「環境」の視点を重視し、環

境への負荷ができるだけ少ないものを選んで優先

的に調達（購入）することです。 

府自らの環境配慮への取組み 

乳牛にリサイクル飼料（梅酒漬け梅）を

与える技術の開発 

害虫であるアブラムシの天敵農薬としての

飛ばないナミテントウの実用化 

おおさかエコテック
ロゴマーク 

 

 ◆かんきょう交流Ｒｏｏｍ 

http://www.pref.osaka.jp/chikyukankyo/room/index.html 

 豊かな環境の保全と創造に関する施策を推進することを目的

に、府民団体・事業者団体・行政及び学識経験者で構成する「豊

かな環境づくり大阪府民会議」のホームページです。 

「おおさか環境賞」などの事業紹介のほか、電子広報誌「かんき

ょう夢ひろば」が掲載されています。 

◆エコギャラリー ～おおさかの環境～ 

http://www.epcc.pref.osaka.jp/ 

 大阪府の環境に関する情報発信の窓口となるホームページで

す。イベント情報や各種の行政情報のほか、大気環境の状況や光

化学スモッグ注意報などの発令状況に関する情報をリアルタイ

ムで提供し、メールマガジンで配信しています。また、河川など

の水質調査結果をデータベース化して公開しています。 

◆おおさかリサイクルナビ 

http://www.pref.osaka.jp/shigenjunkan/recycle/index.html 

 大阪のリサイクルの状況などが一目で分かるページを開設し、

知事からのメッセージとともに、大阪府のリサイクル率、府や各

市町村の取組み状況、リサイクル物のゆくえ、リサイクルへの取

組み方法等、府民のみなさんがリサイクルに取組むための様々な

情報を集めています。 

◆エコあらかると 

http://www.epcc.pref.osaka.jp/eco/ 

行政や NGO/NPO、企業などが保有する環境教育プログラム等の

環境資源情報をデータベース化し、子どもから大人まで幅広く、

積極的に環境活動に取り組んでいただくことを目的に開設した

ホームページです。 

府内の環境関連イベントや、環境活動・環境学習の場として活

用できるフィールドなどの情報が掲載されています。 

＜環境関係ホームページの紹介＞ 

大阪府庁の事務事業における環境負荷データは、「エコギャラ

リー～おおさかの環境ホームページ～」に掲載しています。

URL:http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/hakusyo/h22

_05-14.pdf 
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「大阪 21 世紀の環境総合計画」において長期的な目標を定めた６つの主要課題について、施策の進捗状況を

評価して今後の方向性を検討するとともに、個別の計画目標の達成状況について毎年度把握し、外部の意見も取

り入れながら計画を進行管理していきます。

 

 

（１）資源循環  

【進捗状況の評価】 

平成19年3月に改定した「大阪府廃棄物処理計画」

では、廃棄物の最終処分量を2010（平成22）年度ま

でに1997（平成9）年度比で概ね半減するため、2010
（平成22）年度における最終処分量を一般廃棄物につ

いては56万トンに、産業廃棄物については53万トン

に削減することなどを目標としています。 

一般廃棄物の最終処分量は、平成20年度には59万
トンとなっており、目標の56万トンには3万トンの削

減が必要です。 

 

【今後の方向性】 

平成 22 年度目標の達成に向け、平成 19 年 3 月に

改定した「大阪府廃棄物処理計画」に基づき、府民団

体や事業者団体、行政からなる大阪府リサイクル社会

推進会議の「リサイクルアクションプログラム」の推

進など、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の３Ｒ

を進めるための施策を総合的かつ計画的に推進しま

す。 
また、循環型社会形成推進条例に基づき、認定した

なにわエコ良品（大阪府認定リサイクル製品）のイン

ターネット販売をはじめ、リサイクルの一層の推進の

ための施策を展開していきます。 
加えて、平成 17 年 7 月に国から承認を受けた「大

阪府エコタウンプラン」の推進を図ります。 

  

（２）水循環  

【進捗状況の評価】 

健全な水循環を再生するため、水循環に関するホー

ムページを開設し広く情報発信するとともに、雨水浸

透施設や貯留施設の設置、多自然川づくりや河川浄化

事業などの河川環境整備を進めました。寝屋川流域に

おいては、平成 16 年 5 月に策定した「寝屋川流域清

流ルネッサンスⅡ（水環境改善緊急行動計画）」に基

づき、河川の水質浄化のため下水処理水を導水するな

ど、水循環の再生のモデル流域としての取り組みを進

めています。 

また、樹木への灌水、散水や道路への散水等への下

水処理水の有効利用を一層図るため、処理水供給施設

「Ｑ水くん」を 11 箇所の水みらいセンターに設置し

ており、平成 21 年度末の下水処理水の有効利用率は

約 19％となっています。 

 

【今後の方向性】 

今後とも、水環境の保全を図るとともに、下水高度

処理水の有効利用推進、森林保全による水源涵養の促

進、農地やため池等の保全・活用による保水・遊水機

能の向上、また府民協働による雨水利用の促進を通じ

た啓発や水文化の育成等、健全な水循環の再生に向け、

総合的な施策の展開を図ります。 

 

（３）地球環境（ヒートアイランド対策を含む 

２つの温暖化対策） 

■地球温暖化対策   

【進捗状況の評価】 

「大阪府地球温暖化対策地域推進計画」では平成

22 年度の府域の温室効果ガス排出量を基準年度から

9％削減することを目標としています。平成 20 年度の

温室効果ガス排出量は基準年度と比べ 8.4％減少しま

した。 

温暖化の防止等に関する条例に基づき、事業活動や

建築物の温暖化対策を推進するとともに、民間事業者

の省ＣＯ２設備の導入、府有施設や民間へのＥＳＣＯ

事業の導入、バイオエタノール 3%混合ガソリン（Ｅ

３）実証事業の実施等、新エネルギーの普及を促進し

ました。また、地球温暖化防止活動推進センターやＮ

ＰＯ、業界団体等で組織する協議会に参画し、省エネ

ルギー機器の普及に努めました。さらに、地球温暖化

防止活動推進員と協働し、各地域で地球温暖化防止の

普及啓発を行いました。 

１ 主要課題の進捗状況及び今後の方向性 

 第３章 施策の進捗状況の評価と今後の方向性 
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【今後の方向性】 

「府地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、目標

の達成に向けて、前出の条例の円滑な運用や、毎月

16 日の「ストップ地球温暖化デー」を中心としたエ

コアクションの実践の呼びかけ、カーボン・オフセッ

トの取組みの普及などを通じて、府民、事業者に省エ

ネルギーの取組みを促すとともに、新エネルギーの普

及を図ります。 

地球温暖化防止活動推進センターや地球温暖化防

止活動推進員、府内市町村や近隣府県、ＮＰＯ等のあ

らゆる主体と連携し、効果的な温暖化対策を推進して

いきます。 

また、政府の取組みと連動し、府としての新たな温

室効果ガス排出削減目標とその達成のための方途を

盛り込んだ中長期計画の策定に取り組みます。 

 

■ヒートアイランド対策   

【進捗状況の評価】 

「大阪府ヒートアイランド対策推進計画」に基づき、

各主体との連携のもとに諸対策を推進しています。 

平成 21 年度は、19 年度に実施したモデル事業の成

果を活用し、「ヒートアイランド対策ガイドライン」

の普及に取り組みました。大阪市中心部のモデル街区

（大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺街区）においては、

国の補助事業を活用した民間事業者によるヒートア

イランド対策の集中的な取組みを大阪市、地球温暖化

防止活動推進センターと連携して促進しました。 

「大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム」

においては、対策技術の開発・普及等に取り組みまし

た。 

また、改正自然環境保全条例に基づき一定規模以上

の敷地における建築物の新築・改築・増築を行なう建

築主に対し緑化することを義務付け、温暖化の防止等

に関する条例により事業者の事業活動に伴う人工排

熱の抑制や、建築物の新築、増改築を行う建築主にヒ

ートアイランド対策を促進しました。 

さらに、北大阪地域、東大阪市の荒本などにおいて、

下水高度処理水や雨水を利用した打ち水をとおした

各種啓発活動を実施するなど、府民、民間企業、ＮＰ

Ｏ等と協働したヒートアイランド対策を実施しまし

た。 

 

【今後の方向性】 

「ヒートアイランド対策ガイドライン」に沿った対

策や大阪市中心部のモデル街区におけるヒートアイ

ランド対策の集中した取組みを促進するとともに、自

然環境保全条例に基づく「建築物の敷地等における緑

化を促進する制度」及び温暖化の防止等に関する条例

の適切な運用に努めます。 

また、「大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシ

アム」との連携により、諸対策の推進に努めます。 

さらに、北大阪地域や東大阪地域等で雨水等を利用

した打ち水を実施するなど、府民、市町村、民間企業、

ＮＰＯ等と協働したヒートアイランド対策を引続き

実施していきます。 

 

（４）交通環境  

【進捗状況の評価】 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質濃度は緩やかな減少

傾向にあります。二酸化窒素については、一般環境測

定局では環境保全目標を全局で達成しましたが、自動

車排出ガス測定局では 2 局が未達成でした。浮遊粒子

状物質については、一般環境測定局、自動車排ガス測

定局ともに環境保全目標を 2 年連続全局で達成しまし

た。 

また、騒音については、低騒音舗装の敷設等の道路

構造対策や交通流対策などの各種環境対策を講じてい

ますが、依然として騒音に係る環境保全目標を達成し

ていない状況です。 

 

【今後の方向性】 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境保全目標の達

成・維持を図るため、平成 15 年 7 月に策定した「府自

動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画」などに基づき、低公

害車をはじめとするエコカーの普及促進、自動車走行

量の抑制、交通流の円滑化等の諸施策を関係機関等と

連携し、計画的、総合的に推進します。さらに、大阪

府生活環境の保全等に関する条例に基づく流入車規制

を実施し、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準適合車等

に表示が義務付けられているステッカーを交付すると

ともに条例の実効性を確保するため、事業所への立入

検査・指導を実施します。 

また、騒音については、「大阪府道路環境対策連絡会

議」において道路構造や交通状況に応じて効果的な対
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策を検討し、環境保全目標の達成に向け、総合的・計

画的に対策を推進します。 

 

（５）有害化学物質  

【進捗状況の評価】 

2010（平成 22）年度までに府内のダイオキシン類

の排出量を 2005（平成 17）年度の目標排出量（2000
（平成 12）年度から約４割削減）からさらに削減す

ることを目標にしていましたが、これを達成し、平成

21年度における排出量は平成12年度から93.3％削減

しています。 
また、ダイオキシン類の環境濃度は、大気、海域水

質・底質、地下水、土壌については、環境保全目標を

超過した地点はありませんでしたが、河川の水質・底

質で環境保全目標を超過した地点があったことから、

関係機関と連携し原因究明調査や周辺事業所の指導

等を行いました。 

 

【今後の方向性】 

今後も、ダイオキシン類に関しては廃棄物焼却炉等

の発生源を設置している事業者に対する排出抑制指

導を徹底します。また、大気、水質、土壌等のダイオ

キシン類の環境調査を継続するとともに、環境保全目

標を達成していない地点については、その原因の究明

と対策に努めます。 

また、アスベストについても府民の健康を守るため、

アスベスト濃度の実態調査を実施するとともに、建築

物解体時等における飛散防止対策の徹底を図るため、

大気汚染防止法及び府生活環境の保全等に関する条

例を運用していきます。 

その他の有害化学物質についても、ＰＲＴＲ法に基

づいて把握した排出量等の情報や大阪府生活環境の

保全等に関する条例に基づく大阪府独自の化学物質

管理の仕組みを活用して、事業者による自主的な化学

物質の管理を促進します。 

 

（６）エコロジカルネットワーク  

【進捗状況の評価】 

生きものの生息・生育環境の場や移動経路の確保、

ゆとりと潤いを共感する景観の形成などに資するエ

コロジカルネットワーク（周辺山系とベイエリアを結

ぶ河川や都市公園を結ぶ緑道などが形成する水と緑

のネットワーク）の形成に向けた取組みを実施してい

ます。 

平成 21 年度は周辺山系の森林整備やベイエリアで

の共生の森づくり、学校ビオトープの整備など地域の

特性に応じた自然環境の保全、回復、創出に取り組み

ました。 

 

【今後の方向性】 

エコロジカルネットワークの形成に向けて、引き続

き自然の連続性に留意しながら多様な自然環境の保

全・創造に努めるとともに、府民参加による保全活動

を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画目標と達成状況 

「２ 計画目標と達成状況」の内容は、「エコギ

ャラリー～おおさかの環境ホームページ～」に

掲載しています。 
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平成 21年度の主要施策の進捗状況について、第 41回環境審議会（平成 22年 12月 1日開催）において報告し
ました。報告に対して委員から寄せられた主な意見と、それに対する府の考え方は以下のとおりです。 

 
意   見 府の考え方 

平成 21年 9月に微小粒子状物
質（ＰＭ２.５）の環境基準が設定
された。浮遊粒子状物質の目標は

100％達成しているが、ＰＭ２.５
の目標達成は厳しい状況である

と考えられるので、浮遊粒子状物

質の状況を示す際、ＰＭ２.５の今
後の取組みについて示すべきで

はないか。 

府域の微小粒子状物質（ＰＭ２.５）濃度は、環境基準を上回っていると推
測されます。今後、環境モニタリングとして環境濃度や成分分析を行うため

に、自動測定機を配備するなど測定体制を整備していく予定であり、その上

で、汚染の状況を踏まえながら、より効果的な対策を検討・実施していきま

す。なお、ご指摘を踏まえ、大阪府環境白書にはＰＭ２.５の今後の取組みに
ついて記載します。 

ヒートアイランド対策につい

て、府民の活動の推進のために

も、実効性の高い対策を具体的に

示すのが良いのではないか。 

ヒートアイランド現象は都市構造の問題であり、様々な要因が複雑に関係

しているため、講じた対策の効果が必ずしも明確に示せるものではありませ

んが、ご意見も踏まえ、府民の活動推進につながるよう、分かりやすい記述

に努めてまいります。 

小学校の芝生化について、芝生

化が良いものかどうか、その効果

を今後示していくべきではない

か。 

平成 21年度から実施しております公立小学校の芝生化事業では、平成 22
年 11月 30日現在で、110校で芝生化されました。 
芝生化の効果につきましては、各小学校での、 
・活用事例 
・芝生化後のアンケート調査 
・地表温度、湿度等の調査 
について、今後、事例集やホームページで、その効果を公表していきます。 

生駒山系花屏風構想の推進に

ついて、イベントなどで植樹する

だけで自然が戻る場合と戻らな

い場合がある。里山の管理を通じ

た再生と新たな森林創出とでは、

内容が異なるので、その認識をも

って行うべきである。 

生駒山系では、竹林の拡大やクズ・ササの繁茂により荒廃森林が増加し、

森林の公益的機能への影響が懸念されております。 
このように荒廃した森林を対象としてＮＰＯ・企業等との府民協働の取組

みにより、重点的に花木や紅葉の美しい樹木の植樹活動を展開しているとこ

ろです。 
また、植栽した樹木の保育管理についても、ＮＰＯや企業等との協働によ

り適切に実施し、生駒山系の森林を府民に愛される美しい自然資源として整

備してまいります。 

環境総合計画の進行管理につ

いて、施策を評価し、見直してい

くというＰＤＣＡサイクルを回

していることがわかるように示

すべきである。 

施策の進捗状況を評価して今後の方向性を検討するとともに、個別の計画

目標の達成状況について毎年度把握しています。また、環境審議会の委員か

ら頂いた意見を取り入れながら計画の進行管理を行っています。計画の目標

年度が今年度までのため、来年度は計画全体の評価を行う必要があり、講じ

た施策の単なる紹介とならないよう、評価方法を検討し、実施します。 

３ 大阪府環境審議会からの意見 
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１ 平成２１年度における環境の状況及び講じた施策 
 

２ 環境関連主要事業費（決算額） 

 

３ 環境保全目標 

 
４ 平成２２年度において豊かな環境の保全及び 

創造に関して講じようとする施策 

 

５ 環境関係データ（目次） 

１ 府域の概要データ 

１－１ 大阪府の人口及び世帯数の推移 

１－２ 土地利用区分別面積の推移 

１－３ 製造品出荷額等の推移 

１－４ 農業産出額の推移 

１－５ 林業産出額の推移 

１－６ 漁業生産額の推移 

２ 基本的施策に関するデータ 

２－１ 大阪府環境行政体制 

２－２ 環境関連行事の概要 

２－３ 試験研究機関における調査研究 

２－４ 市町村の公害対策事業概要 

２－５ 市町村の環境行政体制 

２－６ 市町村の環境関連条例制定状況 

２－７  市町村の環境関連計画策定状況 

２－８ 公害防止に関する税制上の措置 

２－９ 環境行政年表 

３ 廃棄物関係データ  

○概要 

○一般廃棄物データ 

３－１ 一般廃棄物の処理状況 

３－２ 市町村におけるごみの分別収集実施状況 

３－３  ごみ焼却施設の処理能力 

３－４ 粗大ごみ処理施設の処理能力 

３－５  し尿処理量の推移 

３－６  し尿処理施設の処理能力 

３－７  市町村におけるごみ減量化・リサイクルの取組状況 

 ○産業廃棄物データ 

３－８ 産業廃棄物の処理状況 

３－９ 排出事業者に対する指導状況 

３－10  産業廃棄物処理業者の状況(大阪府知事許可分) 

３－11  産業廃棄物処理業者等に対する指導状況 

３－12  産業廃棄物処理施設設置許可状況 

３－13 廃棄物再生事業者の登録状況 

３－14 下水汚泥の有効利用率 

３－15 最終処分場の埋立処分量 

３－16 フェニックス事業の概要 

○放置自動車データ 

３－17 大阪府域の放置自動車処理台数の推移 

４ 地球環境関係データ 

○概要 

 ○地球温暖化関係データ 

４－１ 大阪府域における温室効果ガス排出量の推移 

４－２ 大阪府域におけるエネルギー消費量の推移 

４－３ 府内の新エネルギー等の導入実績 

○酸性雨関係データ 

４－４ 大阪府酸性雨共同調査測定結果 

５ 自動車関係データ 

○概要 

○自動車排出ガス関係データ 

５－１ 車種別自動車保有台数 

５－２ 府内（対策地域）における自動車走行量の推移 

５－３ 交通渋滞時間（一日平均） 

５－４  自動車燃料の販売実績の推移 

５－５  自動車排出ガス規制強化の推移 

５－６  自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく車種規制 

５－７  自動車排出ガス等街頭検査結果 

５－８  整備不良ディーゼル車府民通報制度の実施状況 

５－９  低公害車の普及状況（大阪府域） 

５－10  燃料供給施設整備状況（大阪府域） 

６ 大気環境関係データ 

○概要 

○光化学オキシダントデータ 

６－１  昼間の光化学オキシダント濃度が0.06ppmを超 

えた日数の地域別状況と推移 

６－２  光化学スモッグ予報・注意報の発令回数及び被害 

の届出人数の推移  

  ６－３ 非メタン炭化水素濃度の推移 

○硫黄酸化物データ 

６－４  二酸化硫黄濃度の推移 

○一酸化炭素データ 

６－５ 一酸化炭素濃度の推移 

○有害大気汚染物質データ 

６－６ ベンゼン等有害大気汚染物質の環境保全目標達

成状況 

○アスベストデータ 

６－７ アスベスト（石綿）環境調査結果（地域区分別） 

○排出抑制対策関係データ 

６－８  法律及び府条例に基づくばい煙発生施設等の届 

出の状況 

６－９ 立入検査・試料採取状況 

７ 水環境関係データ 

○概要 

○河川関係データ 

７－１ 河川の健康項目の環境保全目標値超過状況（検体数） 

７－２ 河川のＢＯＤの環境保全目標達成状況（類型別） 

７－３ ＢＯＤ汚濁負荷量の推移 

７－４ 河川のＢＯＤの環境保全目標達成状況（水域別） 

○海域関係データ 

７－５ 大阪湾のＣＯＤ（75％水質値(表層)）の環境保全 

目標達成状況 

７－６ 大阪湾の全窒素・全りんに係る環境保全目標達成状況 

 巻 末 資 料 

p.35～37の内容は「エコギャラリー～おおさかの環境ホームページ～」に掲載しています。 
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７－７ 大阪湾の全窒素（大阪府測定点・表層年平均値） 

の推移 

７－８ 大阪湾の全りん（大阪府測定点・表層年平均値） 

の推移 

７－９ 大阪湾の赤潮発生頻度の推移 

○生活排水関係データ 

７－10 処理形態別人口と割合 

７－11 汚水衛生処理率（市町村別） 

７－12  大阪府域の生活排水処理計画図 

７－13 下水道普及率の推移 

７－14 市町村別下水道普及率 

７－15 下水処理水の有効利用率 

７－16 大阪府下水道計画図 

○産業排水対策関係データ 

７－17 法律及び府条例に基づく特定（届出）施設設置等

の許可及び届出状況 

７－18 立入検査状況 

８ 地盤環境関係データ 

○概要 

○地盤沈下関係データ 

８－１ 地盤沈下の推移 

８－２ 地下水位の推移 

８－３ 地下水採取量の推移 

８－４ 工業用水法に基づく許可井戸（揚水設備）の状況 

８－５ 地盤沈下対策としての工業用水の給水状況 

○地下水汚染関係データ 

８－６ 地下水質概況調査環境保全目標未達成地点 

８－７ 地下水質概況調査測定地点図 

８－８ 地下水質汚染井戸周辺地区調査結果 

８－９ 地下水質継続監視調査測定地区図 

○土壌汚染関係データ 

８－10 土壌汚染対策法の施行状況 

８－11 大阪府生活環境の保全等に関する条例（土壌汚染 

対策）の施行状況 

９ 騒音・振動関係データ 

○概要 

○現況データ 

９－１ 環境騒音(道路に面する地域)の環境保全目標達 

成状況 

９－２ 環境騒音（一般地域）の環境保全目標達成状況 

９－３  大阪国際空港周辺における航空機騒音の常時測 

定結果の推移 

９－４ 大阪国際空港周辺における航空機騒音の随時測 

定結果 

９－５ 関西国際空港周辺における航空機騒音の随時測 

定結果 

９－６ 新幹線鉄道騒音の環境保全目標達成状況 

９－７ 在来線鉄軌道の騒音振動実態調査の結果 

○騒音関係対策データ 

９－８  道路における遮音壁、低騒音舗装の設置状況 

９－９ 主要交通規制の実施状況 

９－10  在来線鉄軌道騒音・振動対策の実施状況 

９－11 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況 

１０ 有害化学物質（ダイオキシン類）関係データ 

○概要 

○現況データ 

10－１  ダイオキシン類常時監視結果（平均値）及び環境 

保全目標達成状況の推移 

10－２  ダイオキシン類常時監視結果（大気、河川、海域、 

地下水、土壌） 

１１ 環境保健対策等関係データ 

○概要 

○現況データ 

11－１  公害健康被害の補償等に関する法律による被認 

定者数の推移 

11－２ 食品中のＰＣＢ汚染調査結果 

11－３  公害の地域別苦情件数 

11－４  公害の種類別苦情件数の推移 

11－５  保健所における環境汚染に係る相談（苦情）件数 

11－６ 府警察機関における公害関係苦情処理状況 

１２ 自然・都市環境関係データ 

○概要 

○生物多様性関係データ 

12－１ 地域別生息鳥獣 

12－２ 大阪における絶滅のおそれのある野生生物一覧 

○自然環境関係データ 

12－３ 府内の自然資源の現状 

12－４ 地域別ため池面積の推移とため池の数 

12－５ 緑被現況 

12－６ 都市公園１人当たり面積の推移 

12－７ 府営公園の概要 

12－８ 風致地区 

12－９ 港湾緑地整備の進捗率 

○歴史的文化的環境関係データ 

12－10 大阪府内の指定等文化財件数 

１３ 環境保全活動関係データ 

○概要 

○パートナーシップによる環境保全活動データ 

13－１  豊かな環境づくり大阪府民会議の開催状況 

13－２  大阪府リサイクル社会推進会議の事業概要 

13－３ 大阪自動車環境対策推進会議の活動状況 

13－４ 大阪府環境保全基金活用事業一覧 

13－５ 大阪府みどりの基金事業の実績 

○事業活動における環境保全活動データ 

13－６  平成 21 年度に手続きを実施した環境影響評価事案 

１４ 大阪府の事務事業における環境負荷データ 

○概要 

○事業活動における環境保全活動データ 

14－１ 大阪府庁の事務事業に係る温室効果ガス排出量 

14－２ 環境マネジメントシステムの環境目標達成状況 

 

（詳細データ編） 

１   地球環境関係データ 

○地球温暖化関係データ 

１－１ フロン等モニタリング調査結果 

○酸性雨関係データ 

１－２ 乾性沈着測定値の範囲、平均値 

１－３ 乾性沈着（粒子状及びガス状の化学物質）の経年変化 

１－４ 大阪府酸性雨共同調査測定結果（湿性沈着） 

２   自動車関係データ 

２－１ 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の概要 

２－２ 大阪府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画の概要 

２－３ ＬＥＶ－７の指定状況 

３   廃棄物関係データ 

３－１ 多量排出事業者及び建設業者に対する指導要綱 

３－２  大阪府リサイクル社会推進会議の概要 
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４   大気関係データ 

○窒素酸化物データ 

４－１ 工場・事業場等からの地域別窒素酸化物排出量の推移 

４－２  二酸化窒素濃度の地域別状況と推移 

○浮遊粒子状物質データ 

４－３ 浮遊粒子状物質の環境保全目標達成状況の推移 

(短期的評価） 

４－４ 浮遊粒子状物質の重量濃度、金属類、イオン成分

及び炭素成分濃度 

○光化学オキシダントデータ 

４－５  昼間の光化学オキシダント濃度0.06ppmを超え 

た日数の推移 

４－６  光化学スモッグ予報・注意報発令状況 

○硫黄酸化物データ 

４－７  工場・事業場等からの地域別二酸化硫黄排出量の推移 

４－８  二酸化硫黄の環境保全目標達成状況の推移 

○一酸化窒素データ 

４－９ 一酸化窒素濃度の推移 

○大気汚染常時測定データ 

４－10 大気汚染常時測定結果一覧 

○モニタリング地点データ 

４－11  大気汚染常時測定局設置状況 

４－12  大気汚染常時測定局の設置主体別・項目別測定局数 

４－13  大気汚染測定車等の整備状況 

○有害大気汚染物質データ 

４－14  有害大気汚染物質環境モニタリング調査地点 

４－15  有害大気汚染物質環境モニタリング調査結果 

○排出抑制対策関係データ 

４－16  関西電力発電所の公害等防止協定遵守状況 

４－17  大気汚染防止法の対象施設の設置状況 

４－18  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気基 

準適用施設の設置状況 

４－19  府条例に基づく届出施設等の設置工場・事業場数 

４－20  燃料・原料使用状況の概要 

４－21  燃料種別使用量の推移 

５   水質関係データ 

○水使用関係データ 

５－１ 水使用の推移 

○河川関係データ 

５－２  河川の健康項目の環境保全目標未達成地点 

５－３  河川水質生活環境項目調査結果 

５－４  環境保全目標に定める河川の特殊項目について 

の調査結果 

５－５  河川底質調査結果 

５－６  河川測定地点図（環境基準点） 

○海域関係データ 

５－７  大阪湾のＣＯＤの調査結果 

５－８  大阪湾水質調査結果 

５－９  環境保全目標に定める大阪湾の特殊項目につい 

ての調査結果 

５－10  大阪湾底質調査結果 

５－11  大阪湾の測定地点図 

○農薬関係データ 

５－12  ゴルフ場排水口等における農薬の水質調査結果 

(大阪府及び市町村実施分） 

○産業排水対策関係データ 

５－13  法律及び府条例の対象工場・事業場（水域別の総括） 

５－14  ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基 

準対象施設の設置状況 

６  地盤環境関係データ 

６－１ 地下水質概況調査結果（年平均値） 

６－２  地下水質継続監視調査結果(年平均値) 

７  騒音・振動関係データ 

７－１  環境騒音（一般地域）の環境保全目標達成状況の推移 

７－２  環境騒音（道路に面する地域）の環境保全目標達 

成状況の推移（面的評価） 

７－３  自動車騒音に係る要請限度(道路に面する地域) 

の超過状況の推移 

７－４  新幹線鉄道騒音の環境保全目標達成状況の推移 

７－５  府条例に基づく届出施設の種類別届出状況 

７－６ 府条例に基づく特定建設作業の実施届出状況 

７－７  工場・事業場の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－８  工場・事業場の騒音・振動による用途地域別苦情 

件数の割合 

７－９  建設作業の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－10  鉄軌道の騒音・振動による苦情件数の推移 

７－11  拡声機・カラオケ・生活騒音による苦情件数の推移 

７－12  生活騒音による苦情内訳・苦情件数の割合 

７－13  低周波音による苦情件数の推移 

７－14  自動車騒音対策の体系 

７－15  大阪国際空港周辺における航空機公害対策の体系図 

７－16  大阪国際空港周辺における騒防法に基づく騒音 

対策区域 

７－17  航空機宣伝放送に係る自主規制の内容 

７－18  府内における一般環境中の低周波音の音圧レベル 

８    有害化学物質関係データ 

８－１ ダイオキシン類追跡調査結果 

８－２  ダイオキシン類常時監視調査以外の測定結果（市 

町村実施） 

９    環境保全関係データ 

９－１ 発生源の業種別苦情件数 

９－２  公害防止管理者等の届出状況 

９－３  大阪府環境影響評価条例の手続きフロー 

10  自然・都市環境関係データ 

○森林農地関係データ 

10－１  森林面積の推移 

10－２  耕地面積の推移 

○自然環境関係データ 

10－３  大阪府自然環境保全地域・緑地環境保全地域の指 

定状況 

10－４  保安林の現況 

10－５  国定公園・近郊緑地保全区域の指定状況 

10－６  特別緑地保全地区の概要 

10－７  自然公園の概要 

10－８  府民の森の施設及び利用促進事業の概要 

11 情報発信関係データ 

11－１  おおさかの環境ホームページ「エコギャラリー」 

へのアクセス件数   
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６ 環境用語解説 

 
（あ） 

アスベスト 

アスベスト(石綿)は、天然の繊維で、熱、摩擦、酸や

アルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を

もち、経済性にも優れ、建築材料、産業機械、化学設

備などに幅広く利用されている。 

主な用途としては、紡織品、摩擦材、石綿板紙、石

綿スレート、電気絶縁材、石綿セメント製品、断熱・

防音材(吹付けアスベスト等)等に使用されてきたが、ア

スベストは、一旦環境中に飛散するとほとんど分解・

変質しないため蓄積性が高く、多量の吸入により、肺

がん、悪性中皮腫等の病気の原因になるとされ、現在

では、原則として製造等が禁止されている。 

 

（え） 

エコカー 

 低公害車をはじめとして、排出ガス性能に加え、地

球温暖化防止の観点から二酸化炭素排出量の少ない自

動車をいう。 

 

エコドライブ 

おだやかなアクセル操作をしたり、自動車に不要な

荷物を積まないなど、環境にやさしい運転のこと。自

動車の燃料消費量を削減することで、大気汚染の原因

となるＮＯｘ（窒素酸化物）やＰＭ（粒子状物質）、地

球温暖化の原因となるＣＯ２（二酸化炭素）の排出が抑

制できる。 

 

（お） 

屋上緑化 

 建築物の屋上に植栽基盤を作り、植物を植えて緑化

すること。スペースの限られた都市部における緑化手

法であるとともに、ヒートアイランド現象の緩和策の

一つとしても注目されている。また、癒しの空間、コ

ミュニケーションの場としても活用されている。建築

物の耐荷重に配慮した軽量土壌などの資材や植栽、防

水、防根、排水といった様々な工法や技術が開発され

ている。 

 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出

する気体。この濃度の増加が地球温暖化の主原因とされ

ており、京都議定書では、二酸化炭素、メタン、一酸化

二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカー

ボン、六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減

対象となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（か） 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

 海域等の水の汚れの度合を示す指標で、水中の有機

物などの汚濁源となる物質を、過マンガン酸カリウム

等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量で表し

たもの。単位は一般的に mg／Ｌを用い、この数値が大

きいほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。 

 

環境影響評価 

 事業の実施に伴う環境への影響について、あらかじ

め調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、そ

の事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うこ

と。 

 

環境マネジメントシステム 

環境に与える負荷を継続的に低減するため、事業者

が自主的に環境方針や環境目標等を設定し、その達成

に向けて取り組むことを「環境マネジメント」といい、

それを推進するための体制や手順等を「環境マネジメ

ントシステム」という。 

 

環境リスク 

環境の汚染や変化が、人の健康や生態系に影響を及

ぼす可能性のこと。 

なお、化学物質に係る環境リスクの評価は、その危

険・有害性の程度と暴露量（吸ったり食べたり触れた

りして体の中に入り込む量）とを併せて行われる。 

 

リスク＝危険・有害性×暴露量 

 

（き） 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 

 揮発性があり大気中で気体状となる有機化合物の総

称。塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤などに使用さ

れ、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な

物質が含まれる。浮遊粒子状物質や光化学オキシダン

トの原因物質となる。 

 

（く） 

グリーン電力証書 

太陽光などの再生可能エネルギーによって発電され

た電気の「環境付加価値」を証書化したもの 

 

グリーン配送 

 物品の輸配送に環境への負荷の少ない車（低公害車、

ガソリン自動車、ＬＰＧ（液化石油ガス）自動車、大

阪府が指定したディーゼル車など）を使用すること。 

 

クールスポット 

緑地・水辺等の設置により、日光の遮蔽や葉部によ

る蒸散冷却作用等で地表面等の温度が周辺部より低く

なり、体感温度も低くなる空間。 
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（こ） 

コージェネレーション 

 一つの燃料源から二つの異なるエネルギー（電気エ

ネルギーと熱エネルギー）を同時に供給すること。電

力のみを発生させている発電設備では、原動機から出

る熱を捨てていたが、コージェネレーションシステム

では、電力供給と同時に、捨てられていた排熱を効率

よく回収し、給湯、蒸気、空調等のエネルギーとして

有効に利用している。 

 

（し） 

ジクロロメタン（ＣＨ2Ｃｌ2） 

揮発性有機化合物で芳香臭のある無色透明の非引火

性・不燃性の水より重たい液体。トリクロロエチレン

やテトラクロロエチレンの代替物質として溶剤に用い

られるほか、ウレタン発泡助剤や冷媒等に用いられる。

皮膚に触れた場合、刺激を感じるとともに薬傷を負う

ことがある。また、蒸気に麻酔作用があり、短時間に

多量の蒸気を吸引すると急性中毒をおこす。 

 

自然海浜保全地区 

 貴重な自然海浜を保全し、その適正な利用の促進を

図るため、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき指定

される地区。地区内においては、工作物の新築等の行

為を届出制とするなどにより保全等を図っている。府

では、岬町の小島地区及び長松地区の２地区を指定し

ている。 

 

新エネルギー 

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」

において、「新エネルギー利用等」として規定されてお

り、①太陽光発電、②太陽熱利用、③風力発電、④廃

棄物燃料製造、⑤廃棄物発電、⑥廃棄物熱利用、⑦バ

イオマス燃料製造、⑧バイオマス発電、⑨バイオマス

熱利用、⑩温度差エネルギー、⑪雪氷熱利用、⑫クリ

ーンエネルギー自動車、⑬天然ガスコージェネレーシ

ョン、⑭燃料電池をいう。 

 

（せ） 

生活排水処理率 

 生活排水を適正に処理している人口（水洗化・生活

雑排水処理人口）が全人口に占める割合。 

 

 生活排水処理率＝ 

  水洗化・生活雑排水処理人口   

 住民基本台帳人口＋外国人登録人口 

 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

 河川等の水の汚れの度合を示す指標で、水中の有機

汚濁物質が微生物によって分解されるときに必要とさ

れる酸素量から求める。単位は一般的に mg/Ｌで表し､

この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多い

ことを示す。 

 

 

（た） 

 

ダイオキシン類 

 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（ＰＣＤＤ）、ポリ

塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）及びコプラナーポリ

塩化ビフェニル（コプラナーＰＣＢ）の総称であり、

ＰＣＤＤは 75 種類､ＰＣＤＦは 135 種類、コプラナ

ーＰＣＢは十数種類の異性体が存在する。これらは、

物の燃焼の過程や農薬の製造等において非意図的に生

成し、毒性は、急性毒性、発ガン性、生殖毒性、免疫

毒性など多岐にわたる。 

 ダイオキシン類の量は、最も毒性の強い 2,3,7,8,-Ｔ

ＣＤＤの毒性を１として、他の異性体の毒性の強さを

換算した毒性等価係数（ＴＥＦ：Toxic Equivalency Factor）

を用いて、毒性等量(ＴＥＱ：Toxic Equivalency Quantity）

として算出される。 

 

（ち） 

地球温暖化 

二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中への蓄積が

主原因となって地球全体の気温が上昇すること。地球

温暖化が進行すると、平均海面水位の上昇、異常気象

の増加、生物種の減少、感染症の拡大など、人や環境

への様々なリスクが増大することが予測されている。 

 

（て） 

低公害車 

既存の燃料（ガソリン・軽油）を使用する車と比較

して、排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない

自動車を指し、燃料電池自動車や天然ガス自動車、ハ

イブリッド自動車、電気自動車などがある。 

 

低騒音舗装 

 空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物を表層に

用いた舗装。タイヤと路面間で発生する騒音を中心に、

自動車騒音を３～４デシベル低減させる効果がある。

また、空隙を通した排水によって路面に雨水が溜まら

ないため、走行時のハイドロプレーン現象や水飛沫に

よるスモーキングを防止する効果もある。 

 

（な） 

鉛（Ｐｂ） 

 方鉛鉱などとして産する青白色の軟らかい固体金属

で、鉛板・鉛管として用い、蓄電池の電極、放射線遮

蔽板などにする。まためっきやはんだなどの材料に用

いる。 

 かつては、印刷業、蓄電池製造業、鉛鉱山などで見

られたが、過剰に摂取すると臓器不全などの疾患を引

き起こす。 

 

 

 

 

×100 
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（に） 

二酸化窒素（ＮＯ２） 

  空気中や燃料中の窒素分の燃焼などにより発生した

一酸化窒素が、大気中の酸素と反応して生成される。

高濃度で呼吸器に悪影響を与えるほか、酸性雨や光化

学スモッグの原因となっている。主な発生源は、自動

車、工場の各種燃焼施設、ビルや家庭の暖房機器など

広範囲にわたる。 

 

（ね） 

燃料電池（ＦＣ） 

水素と酸素を反応（水の電気分解の逆の反応）させ

て電気エネルギーを取り出す装置であり、水以外のも

のを排出せず、クリーンなシステムである。 

 

（は） 

バイオマスエネルギー 

飼料作物、樹木、家畜の糞、食品廃棄物、下水汚泥

など生物に由来する有機物で、エネルギーとして利用

できるものをいう。再生可能な資源であり、地球温暖

化対策として注目されている。古くから使われている

薪や炭のほか、家畜の糞尿から製造したメタンガスや、

サトウキビから製造したエタノールなどがある。 

バイオマスは、バイオ（生物）とマス（量）を合わ

せた用語。 

 

(ひ) 

ヒートアイランド現象 

 経済社会活動や人口の都市域への過度の集中により、

冷暖房などによる人工排熱の増加や、水面・緑地の減

少、道路舗装・建築物の増加など地表面被覆の改変が

進み、都市部における熱収支が変化し、都市に熱がた

まり気温が郊外に比べて高くなる現象をいう。 

 

ビオトープ 

 野生生物の生息空間を意味するドイツ語で、いきも

のの繁殖地やねぐらだけでなく、隠れ場や移動経路も

含んだ一定の空間的広がりをもった概念。都市化の進

展とともに失われつつある身近な自然を都市の中に確

保し、創造していくことがまちづくりの新しい課題に

なっている。 

 

微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）※のうち、粒径が 2.5μm

以下のものをいう。 

微小なため肺や気管等の深部に沈着して高濃度で呼

吸器に悪影響を及ぼすおそれがある。 

※「浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）」を参照 

 

ひ素（Ａｓ） 

 金属光沢があり、灰色で、鶏冠石、石黄、硫砒鉄鉱

などに硫化物として含有されている非金属元素。砒素

中毒になると全身発疹、高熱、食欲不振等の症状を呈

す。 

（ふ） 

ふっ素（Ｆ） 

 蛍石や氷晶石、りん灰石などの鉱石に化合物として

含まれ、自然界に広く存在する。飲用水としての過剰

な摂取による斑状歯の発生が知られているが、適量の

使用によっては、虫歯予防にもなるとされている。 

 工業用としては、ガラス加工や電子工業などで使用

されるほか、ふっ素樹脂などにも用いられる。 

 

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

 大気中に浮遊する粒径 10μm（１μm は 1000 分

の１mm）以下の粒子状物質。 

微小なため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈

着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがある。

発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、ガス

状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子

とに分類される。 

  特に小さい（粒径 2.5μm 以下）粒子をＰＭ2.5※と

いう。 

 ※「微小粒子状物質(PM2.5)」を参照 

 

フロン 

 正式名称をフルオロカーボン（炭素とフッ素の化合

物）と言う。そのうち、ＣＦＣ（クロロフルオロカー

ボン）とＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）

はオゾン層破壊物質である。これらの物質は、化学的

に安定で、無毒性・不燃性であることから、洗浄剤、

冷媒、発泡剤等に広く使用されていたが、ＣＦＣは

1995 年末で生産が全廃され、ＨＣＦＣは 2004 年以

降生産量を削減し、2020 年までには全廃されること

となっている。 

ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）はオゾン層を

破壊しないため、一般的に代替フロンと呼ばれて使用

されているが、ＰＦＣ（パーフルオロカーボン）とと

もに、地球温暖化の原因物質であり、京都議定書での

削減対象ガスに指定されている。 

 

（ほ） 

ほう素（Ｂ） 

 主としてほう砂や灰硼石などの鉱石に化合物として、

自然界に広く存在する。 

 工業用としては、ガラス原料やほうろう、陶磁器の

うわ薬として使用されるほか、ほう酸として医薬品、

めっき添加浴剤、防腐剤としての用途がある。 

 農産物に必須の元素であるが、高濃度の摂取により、

嘔吐、腹痛、下痢をもたらす。 

 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） 

 ＰＣＢは、不燃性で絶縁性が高く化学的に非常に安

定であるなど有用な物質として絶縁油、熱媒体、ノー

カーボン紙、インク等の用途があった。しかし、カネ

ミ油症事件の原因物質で、新しい環境汚染物質として

注目され大きな社会問題となったため、昭和 47 年に

製造中止となっている。 
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（ま） 

マニフェスト制度 

 廃棄物処理法においては、不法投棄等の不適正処理

を防止し、排出事業者責任に基づく適正な処理を確保

するため、産業廃棄物を排出する事業者が、廃棄物の

種類・数量や運搬業者名・処分業者名等を記載した管

理票（マニフェスト）を交付し、廃棄物の処理の流れ

を自ら把握・管理することが義務づけられている。 

家電リサイクル大阪方式・家電リサイクル法や自動

車リサイクル法、土壌汚染対策法においても別途同様

の制度がある。 

  

（め） 

面的評価 

 騒音に係る環境基準の改正（平成 11 年４月施行）

に伴い導入された、道路に面する地域における騒音の

評価方法。個別住居等ごとに騒音予測を行い、沿道に

おける環境基準を達成した住居等の戸数とその割合に

より評価する。 

 

（も） 

藻場・干潟 

 藻場とは大型水生植物が群落状に生育する場所の総

称をいう。また、干潟は海と陸の境にあって、満潮時

に水没し、干潮時には干出する砂泥の堆積した平坦な

場所。酸素と太陽光と栄養分が豊富であるため、多様

な生物が生息するとともに、海水浄化に重要な役割を

担っている。 

 

アルファベット略語 

 

ＡＰＥＣ環境技術交流バーチャルセンター 

（ＡＰＥＣ－ＶＣ） 

 ＡＰＥＣ加盟国・地域が、インターネット上に環境

技術情報を提供し、交流するウェブサイトで、1995

年の APEC 大阪会議において採択された共同プロジェ

クトの一つ。 

 日本では、翌 1996 年にＡＰＥＣ環境技術交流促進

事業運営協議会を設立、1997 年にＡＰＥＣ－ＶＣを

開設した。2005 年、大阪産業大学内のＮＰＯ「オー

エスユーアジア環境技術および先端技術交流支援セン

ター」が同協議会の運営を引き継ぎ、現在に至る。 

 2005 年 7 月現在、12 カ国・地域がそれぞれＡＰ

ＥＣ－ＶＣを開設しており、独自の環境技術情報サイ

トの構築とともに、ＡＰＥＣ域内の環境技術情報をネ

ットワーク化している。 

 

ＢＯＤ(Biochemical Oxygen Demand) 

  ｢生物化学的酸素要求量｣を参照。 

 

ＣＯＤ(Chemical Oxygen Demand) 

 ｢化学的酸素要求量｣を参照。 

 

ＦＣＶ（Fuel Cell Vehicle）（燃料電池車） 

 燃料電池（ＦＣ）で発電しながらモーターを回して

走行する自動車をいう。 

 燃料として水素を利用するので、通常の自動車のよ

うに排ガスやＣＯ２を出すこともなく、出るものは水だ

けで、騒音も小さいことから、究極のエコカーといわ

れている。 

 

ＬＥＤ（Light Emitting Diode） 

（発光ダイオード） 

 電流を流すと発光する半導体の光源であり、近年の

青色ＬＥＤの開発･製品化により、現在では様々な色を

再現する事ができるようになった。 

 また、白熱灯の約 1/8 の消費電力であり、かつ長寿

命であるため、省エネルギーや廃棄物の観点からも、

環境負荷の少ない光源である。 

 

ＬＥＶ－７（Low Emission Vehicle －７）  

（低排出ガス車） 

 一般に市販されているガソリン車、ディーゼル車及

びＬＰＧ車の中で、「京阪神七府県市自動車排出ガス対

策協議会」が、国の定める規制値より厳しいＮＯＸやＰ

Ｍ等の排出ガス指定基準に適合すると認めた自動車を

いう。 

 

ＰＣＢ（Polychlorinated Biphenyls） 

 「ポリ塩化ビフェニル」を参照。 

 

ＰＭ２．５(Particulate Matter 2.5) 

 「微小粒子状物質」を参照。 

 

ＳＰＭ(Suspended Particulate Matter) 

 「浮遊粒子状物質」を参照。 

 

ＶＯＣ(Volatile Organic Compounds) 

 「揮発性有機化合物」を参照。 
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モットちゃん（左）は「も

っとみんなで」「もっとこ

うしたら・・・」など、い

つも一つ上の視点で環境

問題をとらえ、アドバイス

をくれる。行動力は誰にも

負けない元気なこいぬ。 モットキットの 

モットみんなでエコアクション！ 

キットすばらしい未来が待っているよ！ 

キットちゃん（右）は、み

んなが力を合わせればき

っとすばらしい未来が待

っていると信じて日々環

境活動に取組むおさるさ

ん。頭のはっぱが風にゆれ

るといいアイディアが浮

かぶ。 

より府民の皆様に親しみをもっていただ

き、一人ひとりの身近な行動である“エコア

クション”を実践する契機をつくるためのマ

スコットキャラクターです。みなさんととも

に今後の大阪の環境のことを考え、行動する

キャラクターたちです。 

『大阪府エコアクション』キャラクター 

「モットちゃん」と「キットちゃん」 

毎月16日は「ストップ地球温暖化デー」です。 

 表紙について

情 報 提 供 窓 口

環境情報プラザ  

  環境学習や自主的な環境保全活動に役立つ環境関連書籍（ビデオ・DVD など含む）の閲覧や貸出しのほか、インターネッ

トによる環境情報の閲覧ができます。また、環境に関する会議、セミナー、実験などに研修室、小会議室、環境実験室をご利

用いただけます。 

■ 電 話 06-6972-6215 ■利用時間 環境情報コーナー：平日のみ午前10時～午後5時 
研修室・小会議室：平日午前10時～午後9時、土日曜日午前10時～午後5時 
環境実験室   ：午前10時～午後5時 
（休み：祝日･休日・年末年始） 

■所 在 地 大阪市東成区中道1丁目3－62 大阪府環境農林水産総合研究所内 
（JR環状線森ノ宮駅、地下鉄森ノ宮駅5番出口から徒歩5分） 

■ホームページ http://www.epcc.pref.osaka.jp/center/plaza/ 

 (財)大阪みどりのトラスト協会  

 みどりや自然などの情報提供を行っているほか、みどりのボランティアの育成、派遣も行っています。 

■電 話 06-6263-5480 ■利用時間 午前9時～午後5時45分（休み：土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始） 

■所 在 地 大阪市中央区南本町2－1－8 創建本町ビル4階 

（地下鉄中央線・堺筋線堺筋本町9番出口より北へ徒歩1分） 

■ホームページ http://www.ogtrust.jp/ 

花と緑の相談所 

花や草や木についての講習会、展示会を開催するほか、花と緑の相談を行っています。 

（府営服部緑地都市緑化植物園） 

■電 話 06-6862-4957 ■利用時間 午前10時～午後5時（休み：火曜日（ただし祝日の場合は翌日）、年末年始） 

■所 在 地 豊中市寺内1－13－2（北大阪急行緑地公園駅から南西へ徒歩10分） 

■ホームページ http://www.pref.osaka.jp/koen/introduction/index.html 
（府営大泉緑地） 

■電 話 072-259-0316 ■利用時間 午前10時～午後5時 
相談業務：午前10時～午後4時30分（水、土、日曜日）   

■休 館  毎週火曜日（ただし祝日の場合は翌日）、年末年始 

■所 在 地 堺市北区南花田町745 
（地下鉄新金岡駅から東へ徒歩15分、JR堺市駅・南海堺東駅から南海バス北支所前下車、東へ徒歩12分） 

■ホームページ http://www.pref.osaka.jp/koen/introduction/index.html 
 




